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(57)【要約】
【課題】光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）の光路
長調整機能の向上を図る。
【解決手段】例示的な態様は、被検眼にＯＣＴを適用す
る眼科装置であって、干渉計と、ＯＣＴデータ生成部と
、光路長変更部と、処理部とを含む。干渉計は、測定ア
ームと参照アームとを含む。ＯＣＴデータ生成部は、干
渉計からの出力に基づきＯＣＴデータを生成する。光路
長変更部は、測定アーム及び参照アームの少なくとも一
方の光路長を変更する。処理部は、所定の眼組織に対応
するＯＣＴデータ中の部分データが、所定の眼球パラメ
ータ値に基づき設定された基準深さ位置に配置されるよ
うに、光路長変更部を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼に光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）を適用する眼科装置であって、
　測定アームと参照アームとを含む干渉計と、
　前記干渉計からの出力に基づきＯＣＴデータを生成するＯＣＴデータ生成部と、
　前記測定アーム及び前記参照アームの少なくとも一方の光路長を変更する光路長変更部
と、
　所定の眼組織に対応する前記ＯＣＴデータ中の部分データが、所定の眼球パラメータ値
に基づき設定された基準深さ位置に配置されるように、前記光路長変更部を制御する処理
部と
　を含む眼科装置。
【請求項２】
　前記基準深さ位置は、所定の第１眼底組織に対応する第１部分データの端部がフレーム
の側辺に配置されるように設定される、
　請求項１の眼科装置。
【請求項３】
　前記第１眼底組織は、網膜表面であり、
　前記基準深さ位置は、前記網膜表面よりも深部に位置する所定の第２眼底組織に対応す
る第２部分データに基づき設定される、
　請求項２の眼科装置。
【請求項４】
　前記基準深さ位置は、前記第２部分データの平均深さ位置又はそれよりも深い位置に設
定される、
　請求項３の眼科装置。
【請求項５】
　前記第２眼底組織は、網膜色素上皮である、
　請求項４の眼科装置。
【請求項６】
　前記網膜色素上皮に対応する前記第２部分データは、前記網膜表面に対応する前記第１
部分データから所定距離だけ深い位置に設定される、
　請求項５の眼科装置。
【請求項７】
　前記被検眼の眼球特性値を取得する取得部を更に含み、
　前記処理部は、前記眼球特性値に基づいて、前記部分データを前記基準深さ位置に配置
させるための前記光路長変更部の制御を行う、
　請求項１の眼科装置。
【請求項８】
　前記処理部は、所定の第３眼底組織に対応する第３部分データの端部がフレームの側辺
に配置されるように前記制御を行う、
　請求項７の眼科装置。
【請求項９】
　前記処理部は、前記第３眼底組織よりも深部に位置する所定の第４眼底組織に対応する
第４部分データに基づいて前記制御を行う、
　請求項８の眼科装置。
【請求項１０】
　前記処理部は、
　前記眼球特性値に基づいて前記第４部分データの平均深さ位置を算出する算出部を含み
、
　前記平均深さ位置と前記基準深さ位置とに基づいて前記光路長変更部の第１制御を行う
、



(3) JP 2021-23686 A 2021.2.22

10

20

30

40

50

　請求項９の眼科装置。
【請求項１１】
　前記処理部は、前記平均深さ位置が前記基準深さ位置に配置されるように前記第１制御
を行う、
　請求項１０の眼科装置。
【請求項１２】
　前記処理部は、前記第３部分データの端部が前記側辺に配置されているか判定する判定
部を更に含む、
　請求項１１の眼科装置。
【請求項１３】
　前記第１制御の後に前記判定部により前記端部が前記側辺に配置されていないと判定さ
れた場合、前記処理部は、前記基準深さ位置よりも深い位置に前記平均深さ位置が配置さ
れるように前記光路長変更部の第２制御を行う、
　請求項１２の眼科装置。
【請求項１４】
　前記判定部は、前記第２制御の後に前記判定を再度行う、
　請求項１３の眼科装置。
【請求項１５】
　前記処理部は、前記判定部により前記端部が前記側辺に配置されていると判定されるま
で、前記平均深さ位置をより深い位置に移動するための前記光路長変更部の制御を繰り返
し行う、
　請求項１４の眼科装置。
【請求項１６】
　前記判定部は、前記第４部分データから所定距離だけ浅い位置に前記第３部分データを
設定する、
　請求項１２～１５のいずれかの眼科装置。
【請求項１７】
　前記第４眼底組織は、網膜色素上皮であり、
　前記算出部は、
　前記眼球特性値に基づいて前記網膜色素上皮の推定形状を求める形状推定部を含み、
　前記推定形状に基づいて前記平均深さ位置を求める、
　請求項１０～１６のいずれかの眼科装置。
【請求項１８】
　前記算出部は、
　ＯＣＴスキャンのピボット位置と前記推定形状との間の距離分布を求める距離算出部を
更に含み、
　前記距離分布に基づいて前記平均深さ位置を求める、
　請求項１７の眼科装置。
【請求項１９】
　前記第３眼底組織は、網膜表面である、
　請求項１７又は１８の眼科装置。
【請求項２０】
　前記ＯＣＴデータ生成部は、前記光路長変更部の制御の後に得られた前記干渉計からの
出力に基づいてＯＣＴデータを生成し、
　前記処理部は、当該ＯＣＴデータに基づいて前記光路長変更部の第３制御を行う、
　請求項７～１９のいずれかの眼科装置。
【請求項２１】
　前記処理部は、当該ＯＣＴデータを解析して折り返し像の有無を判定し、前記折り返し
像が検出された場合に前記第３制御を行う、
　請求項２０の眼科装置。
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【請求項２２】
　前記処理部は、当該ＯＣＴデータを解析して網膜表面に対応する画像を検出し、当該画
像の端部がフレームの上辺に配置されている場合に前記第３制御を行う、
　請求項２０の眼科装置。
【請求項２３】
　表示部と操作部とを更に含み、
　前記ＯＣＴデータ生成部は、前記光路長変更部の制御の後に得られた前記干渉計からの
出力に基づいてＯＣＴデータを生成し、
　前記処理部は、
　当該ＯＣＴデータに基づくＯＣＴ画像を前記表示部に表示させる表示制御部を含み、
　ユーザによる指示を受けた前記操作部からの出力に基づいて前記光路長変更部の第４制
御を行う、
　請求項７～１９のいずれかの眼科装置。
【請求項２４】
　前記処理部は、前記被検眼に適用されるＯＣＴスキャンの寸法に応じて前記基準深さ位
置を変更する、
　請求項１～２３のいずれかの眼科装置。
【請求項２５】
　測定アームと参照アームとを含む干渉計と、前記測定アーム及び前記参照アームの少な
くとも一方の光路長を変更する光路長変更部と、プロセッサとを含み、被検眼にＯＣＴを
適用する眼科装置を制御する方法であって、
　前記干渉計からの出力に基づきＯＣＴデータを生成するように前記プロセッサを制御し
、
　所定の眼組織に対応する前記ＯＣＴデータ中の部分データが、所定の眼球パラメータ値
に基づき設定された基準深さ位置に配置されるように、前記光路長変更部を制御する、
　眼科装置の制御方法。
【請求項２６】
　請求項２５の制御方法をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項２７】
　請求項２６のプログラムが記録された、コンピュータ可読な非一時的記録媒体。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科装置、その制御方法、プログラム、及び、記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼科分野において画像診断は重要な位置を占める。眼科画像診断には眼底カメラや走査
型レーザ検眼鏡（ＳＬＯ）やスリットランプ顕微鏡が従来から使用されているが、近年で
は光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）の活用が進んでいる。
【０００３】
　ＯＣＴは、一般に、光干渉を利用して光散乱媒体（例えば、生体組織）内からの信号を
取り出して高解像度の画像を再構成するイメージング技術である。ＯＣＴ装置は、測定ア
ームと参照アームとを有する干渉計を備え、画像化される深さ範囲を変更するために、測
定アーム長及び／又は参照アーム長を変化させる機構を備えている。
【０００４】
　更に、ＯＣＴ機能を有する幾つかの眼科装置は、眼球運動や拍動や体動に対処するため
にアーム長（光路長）調整機能を有する。この光路長調整機能として、好適な光路長を自
動で探索するためのオートＺや、オートＺで達成された状態を自動で維持するためのＺロ
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ックが知られている（例えば、特許文献１を参照）。典型的には、オートＺでは、被検眼
の所定の基準部位が画像フレーム内の所定の基準深さ位置に描出されるように光路長制御
が行われ、これに続くＺロックでは、基準部位が基準深さ位置に描出された状態が維持さ
れるように光路長制御が行われる。
【０００５】
　ＯＣＴ機能を有する従来の眼科装置では、基準部位の描出目標となる基準深さ位置は固
定されている。しかし、被検眼のサイズや形態には個人差があり、例えば被検眼の眼軸長
が比較的長い場合（被検眼が近視である場合など）には、画像フレームの上端からはみ出
した像が折り返して描出されることがある（例えば、特許文献２、３を参照）。
【０００６】
　なお、被検眼の個人差に応じた基準深さ位置を設定するための計測を光路長調整の前に
実施することも考えられるが、検査時間が長くなる、被検者に掛かる負担が大きくなる、
といった問題が新たに生じるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１６－４１２２１号公報
【特許文献２】特開２０１４－７３２０７号公報
【特許文献３】特開２０１７－８６３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明に係る眼科装置、その制御方法、プログラム、及び、記録媒体の１つの目的は、
ＯＣＴの光路長調整機能の向上を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の例示的な態様は、被検眼に光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）を適用する眼
科装置であって、干渉計と、ＯＣＴデータ生成部と、光路長変更部と、処理部とを含む。
干渉計は、測定アームと参照アームとを含む。ＯＣＴデータ生成部は、干渉計からの出力
に基づきＯＣＴデータを生成する。光路長変更部は、測定アーム及び参照アームの少なく
とも一方の光路長を変更する。処理部は、所定の眼組織に対応するＯＣＴデータ中の部分
データが、所定の眼球パラメータ値に基づき設定された基準深さ位置に配置されるように
、光路長変更部を制御する。
　第１の例示的な態様において、基準深さ位置は、所定の第１眼底組織に対応する第１部
分データの端部がフレームの側辺に配置されるように設定されてよい。
　第１の例示的な態様において、第１眼底組織は、網膜表面であってよい。更に、基準深
さ位置は、網膜表面よりも深部に位置する所定の第２眼底組織に対応する第２部分データ
に基づき設定されてよい。
　第１の例示的な態様において、基準深さ位置は、第２部分データの平均深さ位置又はそ
れよりも深い位置に設定されてよい。
　第１の例示的な態様において、第２眼底組織は、網膜色素上皮であってよい。
　第１の例示的な態様において、網膜色素上皮に対応する第２部分データは、網膜表面に
対応する第１部分データから所定距離だけ深い位置に設定されてよい。
　第１の例示的な態様は、被検眼の眼球特性値を取得する取得部を更に含んでいてよい。
更に、処理部は、眼球特性値に基づいて、部分データを基準深さ位置に配置させるための
光路長変更部の制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様において、処理部は、所定の第３眼底組織に対応する第３部分デー
タの端部がフレームの側辺に配置されるように制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様において、処理部は、第３眼底組織よりも深部に位置する所定の第
４眼底組織に対応する第４部分データに基づいて制御を行ってよい。
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　第１の例示的な態様において、処理部は、眼球特性値に基づいて第４部分データの平均
深さ位置を算出する算出部を含んでいてよく、且つ、平均深さ位置と基準深さ位置とに基
づいて光路長変更部の第１制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様において、処理部は、平均深さ位置が基準深さ位置に配置されるよ
うに第１制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様において、処理部は、第３部分データの端部が側辺に配置されてい
るか判定する判定部を更に含んでいてよい。
　第１の例示的な態様において、第１制御の後に判定部により端部が側辺に配置されてい
ないと判定された場合、処理部は、基準深さ位置よりも深い位置に平均深さ位置が配置さ
れるように光路長変更部の第２制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様において、判定部は、第２制御の後に判定を再度行ってよい。
　第１の例示的な態様において、処理部は、判定部により端部が側辺に配置されていると
判定されるまで、平均深さ位置をより深い位置に移動するための光路長変更部の制御を繰
り返し行ってよい。
　第１の例示的な態様において、判定部は、第４部分データから所定距離だけ浅い位置に
第３部分データを設定してよい。
　第１の例示的な態様において、第４眼底組織は、網膜色素上皮であってよい。更に、算
出部は、眼球特性値に基づいて網膜色素上皮の推定形状を求める形状推定部を含んでよく
、且つ、推定形状に基づいて平均深さ位置を求めてよい。
　第１の例示的な態様において、算出部は、ＯＣＴスキャンのピボット位置と推定形状と
の間の距離分布を求める距離算出部を更に含んでよく、且つ、距離分布に基づいて平均深
さ位置を求めてよい。
　第１の例示的な態様において、第３眼底組織は、網膜表面であってよい。
　第１の例示的な態様において、ＯＣＴデータ生成部は、光路長変更部の制御の後に得ら
れた干渉計からの出力に基づいてＯＣＴデータを生成してよい。更に、処理部は、当該Ｏ
ＣＴデータに基づいて光路長変更部の第３制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様において、処理部は、当該ＯＣＴデータを解析して折り返し像の有
無を判定してよく、且つ、折り返し像が検出された場合に第３制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様において、処理部は、当該ＯＣＴデータを解析して網膜表面に対応
する画像を検出してよく、且つ、当該画像の端部がフレームの上辺に配置されている場合
に第３制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様は、表示部と操作部とを更に含んでいてよい。更に、ＯＣＴデータ
生成部は、光路長変更部の制御の後に得られた干渉計からの出力に基づいてＯＣＴデータ
を生成してよい。加えて、処理部は、当該ＯＣＴデータに基づくＯＣＴ画像を表示部に表
示させる表示制御部を含んでいてよく、且つ、ユーザによる指示を受けた操作部からの出
力に基づいて光路長変更部の第４制御を行ってよい。
　第１の例示的な態様において、処理部は、被検眼に適用されるＯＣＴスキャンの寸法に
応じて基準深さ位置を変更してよい。
　第２の例示的な態様は、被検眼にＯＣＴを適用する眼科装置を制御する方法である。こ
の眼科装置は、測定アームと参照アームとを含む干渉計と、測定アーム及び参照アームの
少なくとも一方の光路長を変更する光路長変更部と、プロセッサとを含む。この制御方法
は、干渉計からの出力に基づきＯＣＴデータを生成するようにプロセッサを制御する。更
に、この制御方法は、所定の眼組織に対応するＯＣＴデータ中の部分データが、所定の眼
球パラメータ値に基づき設定された基準深さ位置に配置されるように、光路長変更部を制
御する。第１の例示的な態様に対して任意的に組み合わせ可能な要素を、第２の例示的な
態様に組み合わせることが可能である。
　第３の例示的な態様は、第２の例示的な態様の制御方法をコンピュータに実行させるプ
ログラムである。第１の例示的な態様に対して任意的に組み合わせ可能な要素を、第３の
例示的な態様に組み合わせることが可能である。
　第４の例示的な態様は、第３の例示的な態様のプログラムが記録された、コンピュータ
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可読な非一時的記録媒体である。第１の例示的な態様に対して任意的に組み合わせ可能な
要素を、第４の例示的な態様に組み合わせることが可能である。
【発明の効果】
【００１０】
　例示的な態様によれば、ＯＣＴの光路長調整機能の向上を図ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】例示的な態様に係る眼科装置の構成の例を表す概略図である。
【図２】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図３】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図４Ａ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図４Ｂ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図５Ａ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図５Ｂ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図６Ａ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図６Ｂ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図６Ｃ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図７Ａ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図７Ｂ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図７Ｃ】例示的な態様に係る眼科装置を説明するための概略図である。
【図８】実施例に係る眼科装置の構成の例を表す概略図である。
【図９】実施例に係る眼科装置の構成の例を表す概略図である。
【図１０】実施例に係る眼科装置の構成の例を表す概略図である。
【図１１】他の実施例に係る眼科装置の構成の例を表す概略図である。
【図１２】他の実施例に係る眼科装置の構成の例を表す概略図である。
【図１３】他の実施例に係る眼科装置の動作の例を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態の例示的な態様について図面を参照しながら詳細に説明する。例示的
な態様の眼科装置は、被検眼に光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）を適用可能であり
、所定の眼球パラメータ値に基づき設定された基準深さ位置に応じた光路長調整が可能で
ある。
【００１３】
　例示的な態様の眼科装置は、典型的な眼科ＯＣＴ装置と同様に、干渉計と、ＯＣＴデー
タ生成部と、光路長変更部とを含む。
【００１４】
　干渉計は、測定アームと参照アームとを含む。典型的な干渉計は、測定アームにより測
定光を被検眼に導くとともにその戻り光を導き、参照アームにより参照光を導き、ビーム
コンバイナにより測定光の戻り光を参照光に重ね合わせて干渉光を生成し、光検出器によ
り干渉光を検出する。
【００１５】
　ＯＣＴデータ生成部は、干渉計からの出力に基づきＯＣＴデータを生成する。典型的な
ＯＣＴデータ生成部は、ＯＣＴデータ生成プログラムにしたがって動作するプロセッサを
含む。典型的なＯＣＴデータは、干渉計から出力された干渉信号に少なくともフーリエ変
換を適用することで生成された強度プロファイル（少なくとも深さ方向に沿った強度分布
）、又は、この強度プロファイルを画像化することで構築された画像である。
【００１６】
　光路長変更部は、測定アーム及び参照アームの少なくとも一方の光路長を変更する。典
型的な光路長変更部は、測定アーム及び参照アームのいずれか一方の光路長を変更する。
測定アームに適用される典型的な光路長変更部は、測定アームの途中に設けられたコーナ
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ーキューブと、このコーナーキューブを移動するための機構と、この機構に駆動力を印可
するアクチュエータとを含む。参照アームに適用される典型的な光路長変更部は、参照ア
ームの遠端に設けられた反射ミラーと、この反射ミラーを移動するための機構と、この機
構に駆動力を印可するアクチュエータとを含む。或いは、参照アームに適用される光路長
変更部は、測定アームに係る上記構成と同様であってもよい。
【００１７】
　例示的な態様の眼科装置は、処理部を更に含む。処理部は、所定の眼組織に対応するＯ
ＣＴデータ中の部分データが、所定の眼球パラメータ値に基づき設定された基準深さ位置
に配置されるように、光路長変更部を制御する。典型的な処理部は、光路長制御プログラ
ムにしたがって動作するプロセッサを含む。基準深さ位置の設定のために用いられる眼球
パラメータ値は、例えば、眼軸長及び屈折度数の少なくとも一方の値を含んでいてよい。
基準深さ位置の設定については後述する。
【００１８】
　基準深さ位置は、被検眼の基準部位（所定の眼組織）の描出目標となる深さ位置（ｚ座
標）である。眼底にＯＣＴスキャンが適用される場合において、例示的な基準深さ位置は
、所定の第１眼底組織の両端が切れないように設定されてよい。すなわち、例示的な基準
深さ位置は、第１眼底組織に対応する第１部分データの端部がフレームの側辺に配置され
るように設定されてよい。
【００１９】
　例示的な第１眼底組織は網膜表面であってよい。この場合、例えば、眼底のＢスキャン
像（又は３次元画像）が構築される。網膜表面（内境界膜、ＩＬＭ）に対応する画像領域
は、典型的には、画像フレームの下端（深い側の端）に向かって凸形状を有し、この画像
領域の端部（例えば、Ｂスキャン像における当該画像領域の左端及び右端、又は、３次元
画像における当該画像領域の周縁）は、典型的には、当該画像領域のうちで最も上端側に
位置する。
【００２０】
　例示的な基準深さ位置は、網膜表面に対応する画像領域の端部が画像フレームの側辺（
側端）に配置されるように（換言すると、当該画像領域が画像フレームの側辺と交差する
ように、又は、当該画像領域が画像フレームの上端と交差しないように）設定される。
【００２１】
　更に、例示的な基準深さ位置は、網膜表面よりも深部に位置する所定の第２眼底組織に
対応する第２部分データに基づき設定される。第２眼底組織は、例えばＯＣＴ画像におい
て明瞭に描出される部位であってよく、典型的には網膜色素上皮（ＲＰＥ）であってよい
。例えば、基準深さ位置は、第２部分データの平均深さ位置又はそれよりも深い位置に設
定される。第２眼底組織に対応する第２部分データの平均深さ位置は、例えば、第２部分
データを定義する複数の点（複数の画素）の深さ位置（ｚ座標）の平均として求められる
。
【００２２】
　第２眼底組織が網膜色素上皮である場合において、網膜色素上皮に対応する第２部分デ
ータは、網膜表面に対応する第１部分データから所定距離（典型的には臨床的に得られた
標準的な値、例えば0.5mm）だけ深い位置に設定されてよい。第１眼底組織及び／又は第
２眼底組織が上記例と異なる場合も同様であってよい。このように第１部分データと第２
部分データとの間の距離を予め定めておく場合には、第２眼底組織の検出のための画像解
析を行う必要がないため、ＯＣＴ画像の解析に要されるリソースや時間の低減を図ること
が可能である。
【００２３】
　このような眼科装置の一態様を図１に示す。本態様の眼科装置１０００は、被検眼Ｅに
ＯＣＴスキャンを適用するために用いられる。ＯＣＴのタイプは任意であり、典型的には
フーリエドメインＯＣＴ（スペクトラルドメインＯＣＴ又はスウェプトソースＯＣＴ）で
ある。光源１０１０、光検出器１０６０、ＯＣＴデータ生成部１０７０などは、採用され
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るＯＣＴのタイプに応じた構成を有する。
【００２４】
　光源１０１０から出力された光は、ビームスプリッタ（ビームコンバイナ）１０２０に
よって測定光と参照光とに分割される。本態様では、ビームスプリッタ１０２０を透過し
た光が測定光として利用され、ビームスプリッタ１０２０により反射された光が参照光と
して利用されるが、逆であってもよい。換言すると、本態様では、ビームスプリッタ１０
２０と参照ミラー１０３０との間の光路が参照アーム１０４０であり、ビームスプリッタ
１０２０から被検眼Ｅに向かう光路が測定アーム１０５０であるが、逆であってもよい。
【００２５】
　参照ミラー１０３０は、参照ミラー駆動機構１０３５により参照アーム１０４０に沿っ
て移動される。これにより、参照アーム１０４０の光路長が変更される。
【００２６】
　測定アーム１０５０は、ビームスプリッタ１０２０により生成された測定光を被検眼Ｅ
に導くとともに、被検眼Ｅからの測定光の戻り光をビームコンバイナ１０２０に導く。典
型的な測定アーム１０５０は、ガルバノスキャナ等の光スキャナ（図示せず）を含み、各
種スキャンモード（例えば、Ｂスキャン、３次元スキャンなど）を実現する。
【００２７】
　他方、ビームスプリッタ１０２０により生成された参照光は、参照アーム１０４０によ
り参照ミラー１０３０に導かれ、参照ミラー１０３０により反射され、ビームコンバイナ
１０２０に戻される。
【００２８】
　ビームコンバイナ１０２０は、被検眼Ｅからの測定光の戻り光を、参照ミラー１０３０
にて反射された参照光に重ね合わせる。これにより、被検眼Ｅの情報を含む干渉光が生成
される。この干渉光は光検出器１０６０に導かれる。光検出器１０６０は、この干渉光を
検出して電気信号（干渉信号）を出力する。
【００２９】
　ＯＣＴデータ生成部１０７０は、この干渉信号に基づきＯＣＴデータを生成する。典型
的には、ＯＣＴデータ生成部１０７０は、被検眼Ｅに適用されたスキャンモードに応じた
ＯＣＴ画像（例えば、Ｂスキャン像、３次元画像など）を構築する。干渉信号から強度プ
ロファイルを生成する処理も、強度プロファイルを画像化する処理も、公知である。
【００３０】
　処理部１０８０は、所定の眼組織に対応するＯＣＴデータ中の部分データが、所定の眼
球パラメータ値に基づき設定された基準深さ位置に配置されるように、参照ミラー駆動機
構１０３５を制御する。例えば、処理部１０８０は、被検眼Ｅの網膜色素上皮に対応する
ＯＣＴ画像中の画像領域（ＲＰＥ領域）が既定の基準深さ位置に配置されるように参照ミ
ラー駆動機構１０３５の制御を実行する。
【００３１】
　そのために、処理部１０８０は、例えば、ＯＣＴ画像を解析して網膜表面に対応する画
像領域（ＩＬＭ領域）を検出し、このＩＬＭ領域から0.5mm程度深い位置にある高輝度で
明瞭な領域をＲＰＥ領域に設定し、このＲＰＥ領域における複数の点（複数の画素）のそ
れぞれの深さ位置（ｚ座標）を平均し、得られた平均深さ位置（ＲＰＥ領域の平均ｚ座標
）の基準深さ位置に対する偏位を算出し、この偏位を打ち消す方向及び距離だけ参照ミラ
ー１０３０を移動させるように参照ミラー駆動機構１０３５を制御する。或いは、処理部
１０８０は、ＩＬＭ領域の検出を行うことなく、ＯＣＴ画像を解析して上記高輝度領域を
検出し、それをＲＰＥ領域に設定してもよい。
【００３２】
　このような一連の処理を繰り返し行うことで、ＲＰＥ領域の平均深さ位置を基準深さ位
置に維持するようにＺロックを行うことができる。また、基準深さ位置を上記のように設
定することにより、網膜表面の像の端部が画像フレームの側辺に配置されたＯＣＴ画像が
得られる。換言すると、画像フレームの上端から網膜像がはみ出さないため、網膜の折り
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返し像が発生しない。
【００３３】
〈基準深さ位置の設定について〉
　ここでは、典型的な広角ＯＣＴスキャンの１つであるライン長12mmのＢスキャンが適用
される場合のオートＺ及びＺロックに採用可能な基準深さ位置について説明する。特に、
近視眼のように眼軸長が比較的長い眼の眼底にライン長12mmのＢスキャンを適用する場合
において眼底の折り返し像が発生しないような条件について説明する。
【００３４】
　最初に眼球を次のようにモデル化する。眼底の後極部の形状は、例えば網膜色素上皮（
ＲＰＥ）により定義されるものとする。また、後極部の形状は楕円で近似できると仮定す
る。
【００３５】
　David A. Atchison et al., “Shape of the Retinal Surface in Emmetropia and Myo
pia”, Investigative Ophthalmology & Visual Science, August 2005, Vol. 46, No.8,
 PP. 2698-2707に記載されている回帰直線を参照すると、網膜の曲率半径（網膜形状を近
似する楕円の長軸の半径）「Rz」と、赤道の半径「Rx」及び「Ry」とは、それぞれ以下の
ように表される。ここで、長さの単位はミリメートルである。また、「D」は眼屈折度数
の単位ディオプトリを示す。
・Rz(mm) = -0.163D + 10.148
・Rx(mm) = -0.043D + 11.455
・Ry(mm) = -0.090D + 11.365
【００３６】
　これより、次の事項を仮定する：眼屈折度数0Dに対応する眼軸長が24mmであること；眼
軸長が1mm延びるごとに眼屈折度数が-3Dずつ変化すること；厚い箇所の網膜厚が500umで
あること。
【００３７】
　ライン長12mmのＢスキャンを眼底に適用する場合に眼底の折り返し像が発生しないよう
な基準深さ位置を設定するために、次のような方法を採用する。
【００３８】
　１．眼球モデルに基づいて網膜形状のシミュレーションを行う。なお、前述したように
、網膜の断面像は楕円形状であること、網膜曲率半径が長軸半径に相当すること、赤道が
短軸に相当することを前提とする。
【００３９】
　２．眼底にＯＣＴスキャン（ライン長12mmのＢスキャン）を適用して得られる画像をシ
ミュレーションを用いて求める。
【００４０】
　例示的なシミュレーションにおいて用いられる眼球モデルを図２に示す。眼球モデル２
０００において、符号２０１０は楕円形状の眼底（後極部、網膜、網膜色素上皮）２０１
０を示し、符号２０２０は角膜を示し、符号２０３０は虹彩を示し、符号２０４０は水晶
体を示す。
【００４１】
　また、符号２１００は、ＯＣＴスキャン（ライン長12mmのＢスキャン）の中心軸（スキ
ャン中心軸）を示す。スキャン中心軸２１００は、眼球モデル２０００の軸（典型的には
、角膜２０２０の頂点と眼底２０１０の中心とを結ぶ直線）に一致しているとする。符号
２１１０ａ及び２１１０ｂは、それぞれ、スキャン中心軸２１００を中心とするライン長
12mmのＢスキャンにおける最大振れ角の測定光の経路を示す。符号２１２０は、ライン長
12mmのＢスキャンにおいて振られる測定光の中心点（固定点、ピボット点）を示す。符号
２１３０は、ライン長12mmのＢスキャンを用いて画像化される範囲（画像化範囲）を示す
。
【００４２】
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　また、前述したようにｙ方向における赤道半径を「Ry」で示すとともに、眼球モデル２
０００の眼軸長を「AL」で示し、角膜頂点からピボット点までの距離を「CP」で示す。こ
こで、Arthur G. Bennett et al., “Improvements on Littmann's method of determini
ng the size of retinal features by fundus photography”, Graefe’s Arch Clin Exp
 Ophthalmol (1994), 232:361-367を参照し、角膜頂点からピボット点までの距離「CP」
として標準的な値である1.82mmを採用することにする。標準的な眼の焦点距離（f）を17m
mとすると、この眼にライン長12mmのＢスキャンを適用するときの測定光の最大振れ角（
θ）、つまりスキャン中心軸２１００と経路２１１０ａ（又は経路２１１０ｂ）とがなす
角度は、19.44度となる。これは、屈折度数0Dの眼球モデルにライン長12mmのＢスキャン
を適用した場合に相当する。
【００４３】
　また、幾つかの基準深さ位置についてＺロックの状態をシミュレーションする。以下に
おいては、画像フレームの上端から下端までのピクセル数（ｚ方向におけるピクセル数）
を９９２とし、画像フレーム上端から４５０ピクセルの位置に基準深さ位置を設定した場
合と、画像フレーム上端から５５０ピクセルの位置に基準深さ位置を設定した場合とにつ
いてシミュレーションを行う。
【００４４】
　なお、一般に、基準深さ位置が画像フレーム下端に近づくほど、描出される眼底の画質
が低下することが知られている。一方、基準深さ位置が画像フレーム上端に近づくほど、
眼底の折り返し像が発生する可能性が高くなる。本例では、このような制限を受ける基準
深さ位置の最適化を図る。
【００４５】
　ここで、前述したように、オートＺやＺロックは、網膜色素上皮に相当する画像領域（
ＲＰＥ領域）の平均深さ位置を参照して実行されるものとする。
【００４６】
　更に、幾つかの屈折度数についてＺロックの状態をシミュレーションする。以下におい
ては、屈折度数-6D及び-10Dが採用される。加えて、Arthur G. Bennett et al.に記載さ
れたピボット点の位置の個人差（CP = 1.27～2.37mm）と、眼科装置の作動距離の許容範
囲（例えば、±0.1mm）とを考慮し、ピボット点の範囲1.17～2.47mmにおいて比較検討を
行うこととする。
【００４７】
　さて、まず、眼軸長の相違による網膜形状の相違を把握するために、異なる複数の眼軸
長にそれぞれ対応する複数の網膜形状をシミュレーションする。このシミュレーションの
例を図３に示す。眼球モデル２２１０は眼屈折度数0Dに対応する眼軸長の眼球モデルであ
り、眼球モデル２２２０は眼屈折度数-6Dに対応する眼軸長の眼球モデルである。符号２
２３０はスキャン中心軸を示す。眼球モデル２２１０の形状と眼球モデル２２２０の形状
とを領域２２４０内において比較すると、大きな相違は見られない。
【００４８】
　このように、眼軸長（眼屈折度数）の相違に応じた網膜形状の相違を考慮する限りにお
いては、ＯＣＴ画像への影響はさほど大きくなく、眼底の折り返し像の発生の有無や程度
への影響もそれほど大きくないと考えられる。そこで、ＯＣＴ画像に影響を与えうる各種
のパラメータについて検討する。以下、基準深さ位置、眼屈折度数、及びピボット点の位
置の３つのパラメータについてそれぞれ検討する。なお、これら以外のパラメータについ
ても同様の検討を行うことが可能であり、その結果を利用することが可能である。
【００４９】
　まず、ＯＣＴ画像に対する基準深さ位置の影響について図４Ａ及び図４Ｂを参照しつつ
説明する。前述したように、深さ方向（ｚ方向）におけるピクセル数を９９２とし、深さ
「z」をピクセル番号（0～991）で表現する。ここで、角膜に最も近い位置のピクセルの
番号は「0」であり、角膜から遠くなるにつれてピクセル番号（整数）は大きくなってい
くものとする。ピクセル番号が増加する方向を「＋ｚ方向」とする。



(12) JP 2021-23686 A 2021.2.22

10

20

30

40

50

【００５０】
　図４Ａは、基準深さ位置を「z = 450」に設定してシミュレーションを実施して得られ
た網膜の形状及び位置の結果を示し、図４Ｂは、基準深さ位置を「z = 550」に設定して
シミュレーションを実施して得られた網膜の形状及び位置の結果を示す。
【００５１】
　シミュレーションの条件として、赤道直径は23.25mmに設定され、眼屈折度数0Dに対応
する眼軸長は24mmに設定され、眼屈折度数-6Dに対応する眼軸長は26mmに設定され、ＯＣ
Ｔスキャンは眼屈折度数0D（焦点距離f = 17mm）の場合におけるライン長12mmの縦方向（
ｙ方向）のＢスキャンに設定され、このＢスキャンにおける測定光のピボット点の位置（
ピボット位置）は角膜頂点から1.82mmだけ＋ｚ方向に離れた位置に設定される。ｙ方向の
座標は、距離「mm」を単位とし、前述したスキャン中心軸を「0」として「-6mm ～ ＋6mm
」の範囲において定義されている。なお、このｙ座標は、眼屈折度数0D（焦点距離f = 17
mm）の場合において定義されたものである。
【００５２】
　基準深さ位置「z = 450」に対応するシミュレーション結果３１００（図４Ａ）におい
て、符号３１１１は、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜表面の位置及び形状を
示し、符号３１１２は、同じく眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜色素上皮の位
置及び形状を示す。ここで、前述したように、網膜色素上皮は、網膜表面を＋ｚ方向に0.
5mmだけ変位させた位置に設定されている（以下同様）。
【００５３】
　また、符号３１２１は、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）に対応する網膜表面の位置及び
形状を示し、符号３１２２は、同じく眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）に対応する網膜色素
上皮の位置及び形状を示す。
【００５４】
　このシミュレーション結果３１００から分かるように、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）の
場合には、網膜表面３１１１の全体（y = -6～+6）が画像フレーム（画像化範囲）内に描
出されるが、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）の場合には、網膜表面３１２１の両端（y = -
6の近傍、及び、y = +6の近傍）が描出されない。すなわち、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm
）程度の近視眼や、より近視が強い眼（より眼軸長が長い眼）を、上記条件で撮影した場
合には、網膜表面の両端が画像フレームからはみ出して折り返し像が発生するおそれがあ
ることが分かる。
【００５５】
　次に図４Ｂを参照する。基準深さ位置「z = 550」に対応するシミュレーション結果３
２００において、符号３２１１は、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜表面の位
置及び形状を示し、符号３２１２は、同じく眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜
色素上皮の位置及び形状を示す。
【００５６】
　また、符号３２２１は、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）に対応する網膜表面の位置及び
形状を示し、符号３２２２は、同じく眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）に対応する網膜色素
上皮の位置及び形状を示す。
【００５７】
　このシミュレーション結果３２００から分かるように、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）の
場合だけでなく、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）の場合にも、網膜表面の全体（y = -6～+
6）が画像フレームに描出される。なお、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）の場合、網膜表面
３２２１の両端がぎりぎり画像フレーム内に収まっている。したがって、眼屈折度数-6D
（眼軸長26mm）程度の近視眼や、より近視が弱い眼（より眼軸長が短い眼）を、上記条件
で撮影した場合には、網膜表面の全体が画像フレームに描出され、折り返し像が発生しな
い可能性が高いことが分かる。
【００５８】
　このように、図４Ａ及び図４Ｂに示すシミュレーション結果３１００及び３２００を検
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討することによって、基準深さ位置「z = 450」であっても、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm
）程度の近視眼で既に網膜表面が画像フレーム（画像化範囲）からはみ出し、折り返し像
が発生する可能性があることが分かる。また、ピボット位置及び眼屈折度数の双方を固定
した場合、基準深さ位置が浅くなるほど（つまり、基準深さ位置が画像フレームの上端に
近づくほど、又は、zの値が小さくなるほど）、網膜表面が画像化範囲からはみ出し、折
り返し画像が発生するリスクが高くなることが分かる。
【００５９】
　次に、ＯＣＴ画像に対する眼屈折度数の影響について図５Ａ及び図５Ｂを参照しつつ説
明する。図５Ａ及び図５Ｂはともに、基準深さ位置を「z = 450」に設定してシミュレー
ションを実施して得られた網膜の形状及び位置の結果を示す。
【００６０】
　シミュレーションの条件として、赤道直径は23.25mmに設定され、眼屈折度数0Dに対応
する眼軸長は24mmに設定され、眼屈折度数-6Dに対応する眼軸長は26mmに設定され、眼屈
折度数-10Dに対応する眼軸長は27.33mmに設定され、ＯＣＴスキャンは眼屈折度数0D（焦
点距離f = 17mm）の場合におけるライン長12mmの縦方向（ｙ方向）のＢスキャンに設定さ
れ、このＢスキャンにおける測定光のピボット点の位置（ピボット位置）は角膜頂点から
1.82mmだけ＋ｚ方向に離れた位置に設定される。ｙ方向の座標は、距離「mm」を単位とし
、前述したスキャン中心軸を「0」として「-6mm ～ ＋6mm」の範囲において定義されてい
る。なお、このｙ座標は、眼屈折度数0D（焦点距離f = 17mm）の場合において定義された
ものである。
【００６１】
　眼屈折度数-6Dに対応するシミュレーション結果３３００（図５Ａ）において、符号３
３１１は、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜表面の位置及び形状を示し、符号
３３１２は、同じく眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜色素上皮の位置及び形状
を示す。これらは次との比較のために提示されている。符号３３２１は、眼屈折度数-6D
（眼軸長26mm）に対応する網膜表面の位置及び形状を示し、符号３３２２は、同じく眼屈
折度数-6D（眼軸長26mm）に対応する網膜色素上皮の位置及び形状を示す。
【００６２】
　このシミュレーション結果３３００から分かるように、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）の
場合には、網膜表面３３１１の全体（y = -6～+6）が画像フレーム（画像化範囲）内に描
出されるが、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）の場合には、網膜表面３３２１の両端（y = -
6の近傍、及び、y = +6の近傍）が描出されない。
【００６３】
　次に図５Ｂを参照する。眼屈折度数-10Dに対応するシミュレーション結果３４００にお
いて、符号３４１１は、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜表面の位置及び形状
を示し、符号３４１２は、同じく眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜色素上皮の
位置及び形状を示す。これらは次との比較のために提示されている。符号３４２１は、眼
屈折度数-10D（眼軸長27.33mm）に対応する網膜表面の位置及び形状を示し、符号３４２
２は、同じく眼屈折度数-10D（眼軸長27.33mm）に対応する網膜色素上皮の位置及び形状
を示す。
【００６４】
　このシミュレーション結果３４００から分かるように、眼屈折度数-10D（眼軸長27.33m
m）の場合には、網膜表面３４２１の両端の比較的広い範囲が描出されず、網膜色素上皮
３４２２でさえもその両端がぎりぎり画像フレーム内に収まることが分かる。
【００６５】
　このように、図５Ａ及び図５Ｂに示すシミュレーション結果３３００及び３４００を検
討することによって、基準深さ位置「z = 450」の場合においては、眼屈折度数-10D（眼
軸長27.33mm）程度の強度近視眼では網膜表面が画像フレーム（画像化範囲）から大きく
はみ出し、折り返し像が発生する可能性が高いことが分かる。また、ピボット位置及び基
準深さ位置の双方を固定した場合、近視眼の屈折度数が大きくなるほど（つまり、負値で
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ある眼屈折度数の絶対値が大きくなるほど、又は、近視の度合が大きくなるほど）、網膜
表面が画像化範囲からはみ出し、折り返し画像が発生するリスクが高くなることが分かる
。
【００６６】
　最後に、ＯＣＴ画像に対するピボット位置の影響について図６Ａ、図６Ｂ及び図６Ｃを
参照しつつ説明する。図６Ａ～図６Ｃはいずれも、基準深さ位置を「z = 450」に設定し
てシミュレーションを実施して得られた網膜の形状及び位置の結果を示す。
【００６７】
　シミュレーションの条件として、赤道直径は23.25mmに設定され、眼屈折度数0Dに対応
する眼軸長は24mmに設定され、眼屈折度数-6Dに対応する眼軸長は26mmに設定され、ＯＣ
Ｔスキャンは眼屈折度数0D（焦点距離f = 17mm）の場合におけるライン長12mmの縦方向（
ｙ方向）のＢスキャンに設定される。ｙ方向の座標は、距離「mm」を単位とし、前述した
スキャン中心軸を「0」として「-6mm ～ ＋6mm」の範囲において定義されている。なお、
このｙ座標は、眼屈折度数0D（焦点距離f = 17mm）の場合において定義されたものである
。
【００６８】
　標準的なピボット位置「1.82mm」に対応するシミュレーション結果３６００（図６Ａ）
において、符号３５１１は、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜表面の位置及び
形状を示し、符号３５１２は、同じく眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜色素上
皮の位置及び形状を示す。また、符号３５２１は、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）に対応
する網膜表面の位置及び形状を示し、符号３５２２は、同じく眼屈折度数-6D（眼軸長26m
m）に対応する網膜色素上皮の位置及び形状を示す。
【００６９】
　このシミュレーション結果３５００から分かるように、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）の
場合には、網膜表面３５１１の全体（y = -6～+6）がぎりぎり画像フレーム（画像化範囲
）内に描出されるが、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）の場合には、網膜表面３５２１の両
端（y = -6の近傍、及び、y = +6の近傍）が描出されない。
【００７０】
　次に図６Ｂを参照する。ピボット位置「1.17mm」に対応するシミュレーション結果３６
００において、符号３６１１は、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜表面の位置
及び形状を示し、符号３６１２は、同じく眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜色
素上皮の位置及び形状を示す。また、符号３６２１は、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）に
対応する網膜表面の位置及び形状を示し、符号３６２２は、同じく眼屈折度数-6D（眼軸
長26mm）に対応する網膜色素上皮の位置及び形状を示す。
【００７１】
　このシミュレーション結果３６００から分かるように、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）の
場合及び眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）の場合のいずれにおいても、網膜表面の両端が画
像フレーム内に描出されないことが分かる。特に、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）の場合
には、網膜表面の両端の比較的広い範囲が描出されないことが分かる。
【００７２】
　続いて図６Ｃを参照する。ピボット位置「2.47mm」に対応するシミュレーション結果３
７００において、符号３７１１は、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜表面の位
置及び形状を示し、符号３７１２は、同じく眼屈折度数0D（眼軸長24mm）に対応する網膜
色素上皮の位置及び形状を示す。また、符号３７２１は、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）
に対応する網膜表面の位置及び形状を示し、符号３７２２は、同じく眼屈折度数-6D（眼
軸長26mm）に対応する網膜色素上皮の位置及び形状を示す。
【００７３】
　このシミュレーション結果３７００から分かるように、眼屈折度数0D（眼軸長24mm）の
場合には、網膜表面３７１１の全体（y = -6～+6）が画像フレーム（画像化範囲）内に描
出されるが、眼屈折度数-6D（眼軸長26mm）の場合には、網膜表面３７２１の両端（y = -
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6の近傍、及び、y = +6の近傍）が描出されない。
【００７４】
　このように、図６Ａ～図６Ｃに示すシミュレーション結果３５００～３７００を検討す
ることによって、角膜に近い位置にピボット点が設定されると（ピボット位置の値が小さ
くなると）、折り返し像が発生するおそれが高まることが分かる。また、眼屈折度数及び
基準深さ位置の双方を固定した場合、ピボット位置が角膜頂点に近づくほど、網膜表面が
画像化範囲からはみ出し、折り返し画像が発生するリスクが高くなることが分かる。
【００７５】
　以上のシミュレーション及びその検討の結果によれば、本態様において、基準深さ位置
を次のように設定することが可能である。基準深さ位置の設定に係る本例の説明には、図
７Ａ、図７Ｂ及び図７Ｃを参照する。
【００７６】
　図７Ａに示すように、被検眼（又は眼球モデル）２３００の眼底に対してＯＣＴスキャ
ンが適用されたとする。本例のＯＣＴスキャンはＢスキャンであり、被検眼２３００の軸
２３１０上に位置するピボット点２３２０を中心に測定光を振るようにして実行される。
これにより、画像化範囲２３３０を通過するように配列されたＮ本のＡラインに対応する
Ｎ個のＡスキャン像２３４０－ｎ（ｎ＝１、２、・・・、Ｎ）が得られる。Ｎ個のＡスキ
ャン像２３４０－１～２３４０－Ｎは、ピボット点２３２０を中心とする扇形状に配列さ
れている。
【００７７】
　このようなＮ個のＡスキャン像２３４０－１～２３４０－Ｎに基づいてＢスキャン像が
構築される。典型的には、Ｎ個のＡスキャン像２３４０－１～２３４０－Ｎの配列を、図
７Ａに示す扇形状配置から、図７Ｂに示す平行配置に変換することにより、Ｂスキャン像
が構築される。このようなＢスキャン像を用いて基準深さ位置を設定することが可能であ
る。基準深さ位置を設定するための幾つかの条件の例について、図７Ｃに示すシミュレー
ション結果３８００に基づき説明する。
【００７８】
　例示的な第１の条件は、網膜表面（ＩＬＭ領域）３８１０が画像フレームの側辺と交差
することである。すなわち、網膜表面３８１０の左端（y = -6）が左側辺上に配置され、
且つ、右端（y = +6）が右側辺上に配置されることである。換言すると、本条件は、ｚ方
向の原点（ｚ＝０）が画像フレームの上辺に設定され、且つ、＋ｚ方向が画像フレームの
上辺から下辺に向かう方向であるとし、更に、網膜表面３８１０を表す曲線を「z = R(y)
」で表現したときに、「R(y=-6)≧0」且つ「R(y=+6)≧0」が成立することである。
【００７９】
　例示的な第２の条件は、網膜表面３８１０から所定距離だけ＋ｚ方向に変位した位置３
８２０に網膜色素上皮（ＲＰＥ領域）が存在すると仮定することである。この所定距離は
、例えば前述のように0.5mmに設定されるが、これに限定されない。
【００８０】
　例示的な第３の条件は、画像化範囲２３３０（-6≦y≦+6）における網膜色素上皮３８
２０の平均深さ位置又はそれよりもｚ座標値が大きい位置（つまり、平均深さ位置、又は
、平均深さ位置に対して画像フレームの下辺寄りの位置）を基準深さ位置として設定する
ことである。
【００８１】
　前述した各種のシミュレーションによれば、以下のような知見が得られる。まず、基準
深さ位置を「z = 450」に設定した場合、眼軸長が眼屈折度数-6Dに相当する長さに達する
までは、傾斜が無い限りにおいて、画像フレームの上端から網膜像がはみ出さず、網膜の
折り返し像は発生しない。一方、基準深さ位置を「z = 550」に設定すれば、或る程度の
余裕を持って撮影を行うことができる。
【００８２】
　また、眼軸長が眼屈折度数-10Dに相当する長さである場合においては、基準深さ位置を
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「z = 450」に設定したとしても、網膜の折り返し像が発生する可能性がある。
【００８３】
　また、ピボット点の位置は個人差やアライメント誤差によって変化するものであるが、
ピボット点が角膜側に変位した場合には、眼軸長が眼屈折度数-6Dに相当する長さ程度で
あっても折り返し像が発生する可能性がある。
【００８４】
＜実施例＞
　上記した例示的態様を実現するための眼科装置の一例を説明する。本実施例に係る眼科
装置は、眼底にＯＣＴスキャンを適用するための構成を備える。以下、スウェプトソース
ＯＣＴと眼底カメラとを組み合わせた例を説明するが、実施例はこれに限定されない。例
えば、低コヒーレンス光源と分光器とを用いたスペクトラルドメインＯＣＴを、スウェプ
トソースＯＣＴの代わりに採用することができる。
【００８５】
　図８に示す本実施例の眼科装置１は、眼底カメラユニット２、ＯＣＴユニット１００及
び演算制御ユニット２００を含む。眼底カメラユニット２には、被検眼Ｅ（前眼部Ｅａ、
眼底Ｅｆ）の正面画像を取得するための光学系や機構が設けられている。ＯＣＴユニット
１００には、ＯＣＴスキャンを実行するための光学系や機構が設けられている。演算制御
ユニット２００は、各種の演算及び制御を実行するプロセッサを含む。これらに加え、被
検者の顔を支持するための部材（顎受け、額当て等）や、ＯＣＴスキャンの適用部位を切
り替えるためのレンズユニット（例えば、前眼部ＯＣＴ用アタッチメント）が設けられる
。更に、眼科装置１は一対の前眼部カメラ５Ａ及び５Ｂを備える。
【００８６】
　本明細書において「プロセッサ」は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ）、プログラマブル論理デバイス（例えば、ＳＰＬＤ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＣＰＬＤ（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ））等の回路を意味する。プロセッサは、例えば
、記憶回路や記憶装置に格納されているプログラムを読み出し実行することで、目的の機
能を実現する。
【００８７】
　眼底カメラユニット２には、前眼部Ｅａ及び眼底Ｅｆを撮影するための光学系が設けら
れている。取得される画像は、観察画像、撮影画像等の正面画像である。観察画像は、近
赤外光を用いた動画撮影により得られる。撮影画像は、フラッシュ光を用いた静止画像で
ある。
【００８８】
　眼底カメラユニット２は、照明光学系１０と撮影光学系３０とを含む。照明光学系１０
は被検眼Ｅに照明光を照射する。撮影光学系３０は、被検眼Ｅからの照明光の戻り光を検
出する。ＯＣＴユニット１００からの測定光は、眼底カメラユニット２内の光路を通じて
被検眼Ｅに導かれ、その戻り光は、同じ光路を通じてＯＣＴユニット１００に導かれる。
【００８９】
　照明光学系１０の観察光源１１は、近赤外成分を含む連続光（観察照明光）を出力する
。観察照明光は、曲面状の反射面を有する反射ミラー１２により反射され、集光レンズ１
３を経由し、可視カットフィルタ１４を透過して近赤外光となる。更に、観察照明光は、
撮影光源１５の近傍にて一旦集束し、ミラー１６により反射され、リレーレンズ１７、１
８、絞り１９及びリレーレンズ２０を経由する。そして、観察照明光は、孔開きミラー２
１の周辺部（孔部の周囲の領域）にて反射され、ダイクロイックミラー４６を透過し、対
物レンズ２２により屈折されて被検眼Ｅ（前眼部Ｅａ又は眼底Ｅｆ）を照明する。被検眼
Ｅからの観察照明光の戻り光は、対物レンズ２２により屈折され、ダイクロイックミラー
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４６を透過し、孔開きミラー２１の中心領域に形成された孔部を通過し、ダイクロイック
ミラー５５を透過し、撮影合焦レンズ３１を経由し、ミラー３２により反射される。更に
、この戻り光は、ハーフミラー３３Ａを透過し、ダイクロイックミラー３３により反射さ
れ、集光レンズ３４によりイメージセンサ３５の受光面に結像される。イメージセンサ３
５は、所定のフレームレートで戻り光を検出する。なお、撮影光学系３０のフォーカスは
眼底Ｅｆ又は前眼部に対して調整される。
【００９０】
　撮影光源１５は、可視成分（及び近赤外成分）を含むフラッシュ光（撮影照明光）を出
力する。撮影照明光は、観察照明光と同様の経路を通って眼底Ｅｆに照射される。被検眼
Ｅからの撮影照明光の戻り光は、観察照明光の戻り光と同じ経路を通ってダイクロイック
ミラー３３まで導かれ、ダイクロイックミラー３３を透過し、ミラー３６により反射され
、集光レンズ３７によりイメージセンサ３８の受光面に結像される。
【００９１】
　ＬＣＤ３９は固視標や視力測定用視標を表示する。ＬＣＤ３９から出力された光束（固
視光束、視標光束）は、その一部がハーフミラー３３Ａにて反射され、ミラー３２に反射
され、撮影合焦レンズ３１及びダイクロイックミラー５５を経由し、孔開きミラー２１の
孔部を通過する。孔開きミラー２１の孔部を通過した光束は、ダイクロイックミラー４６
を透過し、対物レンズ２２により屈折されて眼底Ｅｆに投射される。
【００９２】
　固視位置の変更は、ＬＣＤ３９による輝点等の表示位置を変更することによって実現さ
れる。輝点等の表示位置は、後述の主制御部２１１によって制御される。主制御部２１１
は、所定の手法で設定された固視位置に対応するＬＣＤ３９の画面の位置に輝点等を表示
させる。固視位置を設定する手法は、例えば、後述のユーザインターフェイス２４０を用
いて行われる。また、撮影モード（黄斑モード、乳頭モード、パノラマモード等）に応じ
た既定の位置に輝点等を表示するように構成することもできる。
【００９３】
　アライメント光学系５０は、被検眼Ｅに対する光学系のアライメントに用いられるアラ
イメント指標を生成する。ＬＥＤ５１から出力されたアライメント光は、絞り５２及び５
３並びにリレーレンズ５４を経由し、ダイクロイックミラー５５により反射され、孔開き
ミラー２１の孔部を通過する。孔開きミラー２１の孔部を通過した光は、ダイクロイック
ミラー４６を透過し、対物レンズ２２により被検眼Ｅに投射される。アライメント光の戻
り光（角膜反射光、眼底反射光等）は、観察照明光の戻り光と同じ経路を通ってイメージ
センサ３５に導かれる。その受光像（アライメント指標像）に基づいてマニュアルアライ
メントやオートアライメントを実行できる。
【００９４】
　フォーカス光学系６０は、被検眼Ｅに対するフォーカス調整に用いられるスプリット指
標を生成する。フォーカス光学系６０は、撮影光学系３０の光路（撮影光路）に沿った撮
影合焦レンズ３１の移動に連動して、照明光学系１０の光路（照明光路）に沿って移動さ
れる。反射棒６７は、照明光路に対して挿脱可能である。フォーカス調整を行う際には、
反射棒６７の反射面が照明光路に傾斜配置される。ＬＥＤ６１から出力されたフォーカス
光は、リレーレンズ６２を通過し、スプリット指標板６３により２つの光束に分離され、
二孔絞り６４を通過し、ミラー６５により反射され、集光レンズ６６により反射棒６７の
反射面に一旦結像されて反射される。更に、フォーカス光は、リレーレンズ２０を経由し
、孔開きミラー２１に反射され、ダイクロイックミラー４６を透過し、対物レンズ２２に
より屈折されて眼底Ｅｆに投射される。フォーカス光の眼底反射光は、アライメント光の
戻り光と同じ経路を通ってイメージセンサ３５に導かれる。その受光像（スプリット指標
像）に基づいてマニュアルフォーカシングやオートフォーカシングを実行できる。
【００９５】
　視度補正レンズ７０及び７１は、孔開きミラー２１とダイクロイックミラー５５との間
の撮影光路に選択的に挿入可能である。視度補正レンズ７０は、強度遠視を補正するため
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のプラスレンズ（凸レンズ）である。視度補正レンズ７１は、強度近視を補正するための
マイナスレンズ（凹レンズ）である。
【００９６】
　ダイクロイックミラー４６は、眼底撮影用の光路とＯＣＴスキャン用の光路とを合成す
る。ダイクロイックミラー４６は、ＯＣＴスキャンに用いられる波長帯の光を反射し、眼
底撮影用の光を透過させる。ＯＣＴスキャン用の光路には、ＯＣＴユニット１００側から
順に、コリメータレンズユニット４０、光路長変更部４１、光スキャナ４２、ＯＣＴ合焦
レンズ４３、ミラー４４、及びリレーレンズ４５が設けられている。
【００９７】
　光路長変更部４１は、図８に示す矢印の方向に移動可能とされ、ＯＣＴスキャン用の光
路長を変更する。この光路長の変更は、眼軸長に応じた光路長補正や、干渉状態の調整な
どに利用される。光路長変更部４１は、コーナーキューブと、これを移動する機構とを含
む。
【００９８】
　光スキャナ４２は、被検眼Ｅの瞳孔と光学的に共役な位置に配置される。光スキャナ４
２は、ＯＣＴスキャン用の光路を通過する測定光ＬＳを偏向する。光スキャナ４２は、例
えば、２次元走査が可能なガルバノスキャナである。
【００９９】
　ＯＣＴ合焦レンズ４３は、ＯＣＴスキャン用の光学系のフォーカス調整を行うために、
測定光ＬＳの光路に沿って移動される。撮影合焦レンズ３１の移動、フォーカス光学系６
０の移動、及びＯＣＴ合焦レンズ４３の移動を連係的に制御することができる。
【０１００】
　眼科装置１は、対物レンズ２２の前側（被検眼Ｅ側）に配置可能な補助レンズユニット
（図示せず）を備えていてよい。補助レンズユニットは、例えば、正の屈折力を有するレ
ンズ群を含む。補助レンズユニットは、眼底ＥｆにＯＣＴスキャンを適用するときには光
路から退避され、前眼部ＥａにＯＣＴスキャンを適用するときには光路に挿入される。補
助レンズユニットの移動（光路に対する挿脱）は、電動又は手動で実行される。
【０１０１】
　前眼部カメラ５Ａ及び５Ｂは、特開２０１３－２４８３７６号公報に開示された発明と
同様に、眼科装置１の光学系と被検眼Ｅとの間の相対位置を求めるために用いられる。前
眼部カメラ５Ａ及び５Ｂは、光学系が格納された筐体（眼底カメラユニット２等）の被検
眼Ｅ側の面に設けられている。眼科装置１は、前眼部カメラ５Ａ及び５Ｂにより異なる方
向から実質的に同時に取得された２つの前眼部像を解析することにより、光学系と被検眼
Ｅとの間の３次元的な相対位置を求める。２つの前眼部像の解析は、特開２０１３－２４
８３７６号公報に開示された解析と同様であってよい。また、前眼部カメラの個数は２以
上の任意の個数であってよい。
【０１０２】
　本例では、２以上の前眼部カメラを利用して被検眼Ｅの位置（つまり被検眼Ｅと光学系
との相対位置）を求めているが、被検眼Ｅの位置を求めるための手法はこれに限定されな
い。例えば、被検眼Ｅの正面画像（例えば前眼部Ｅａの観察画像）を解析することにより
、被検眼Ｅの位置を求めることができる。或いは、被検眼Ｅの角膜に指標を投影する手段
を設け、この指標の投影位置（つまり、この指標の角膜反射光束の検出状態）に基づいて
被検眼Ｅの位置を求めることができる。
【０１０３】
　図９に例示するように、ＯＣＴユニット１００には、スウェプトソースＯＣＴを実行す
るための光学系が設けられている。この光学系は、波長可変光源（波長掃引型光源）から
の光を測定光と参照光とに分割し、被検眼Ｅからの測定光の戻り光と参照光路を経由した
参照光とを重ね合わせて干渉光を生成し、この干渉光を検出する干渉光学系を含む。干渉
光学系により得られる検出結果（検出信号）は、演算制御ユニット２００に送られる。
【０１０４】
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　光源ユニット１０１は、例えば、出射光の波長を高速で変化させる近赤外波長可変レー
ザを含む。光源ユニット１０１から出力された光Ｌ０は、光ファイバ１０２により偏波コ
ントローラ１０３に導かれてその偏光状態が調整される。更に、光Ｌ０は、光ファイバ１
０４によりファイバカプラ１０５に導かれて測定光ＬＳと参照光ＬＲとに分割される。
【０１０５】
　参照光ＬＲは、光ファイバ１１０によりコリメータ１１１に導かれて平行光束に変換さ
れ、光路長補正部材１１２及び分散補償部材１１３を経由し、コーナーキューブ１１４に
導かれる。光路長補正部材１１２は、参照光ＬＲの光路長と測定光ＬＳの光路長とを合わ
せるよう作用する。分散補償部材１１３は、参照光ＬＲと測定光ＬＳとの間の分散特性を
合わせるよう作用する。コーナーキューブ１１４は、参照光ＬＲの入射方向に移動可能で
あり、それにより参照光ＬＲの光路長が変更される。
【０１０６】
　コーナーキューブ１１４を経由した参照光ＬＲは、分散補償部材１１３及び光路長補正
部材１１２を経由し、コリメータ１１６によって平行光束から集束光束に変換され、光フ
ァイバ１１７に入射する。光ファイバ１１７に入射した参照光ＬＲは、偏波コントローラ
１１８に導かれてその偏光状態が調整され、光ファイバ１１９によりアッテネータ１２０
に導かれて光量が調整され、光ファイバ１２１によりファイバカプラ１２２に導かれる。
【０１０７】
　一方、ファイバカプラ１０５により生成された測定光ＬＳは、光ファイバ１２７により
導かれてコリメータレンズユニット４０により平行光束に変換され、光路長変更部４１、
光スキャナ４２、ＯＣＴ合焦レンズ４３、ミラー４４及びリレーレンズ４５を経由し、ダ
イクロイックミラー４６により反射され、対物レンズ２２により屈折されて被検眼Ｅに入
射する。なお、前眼部ＥａにＯＣＴスキャンを適用するときには、対物レンズ２２により
屈折された測定光ＬＳは、前述した補助レンズユニット内のレンズ群により更に屈折され
て前眼部Ｅａに照射される。測定光ＬＳは、眼底Ｅｆ又は前眼部Ｅａの様々な深さ位置に
おいて散乱・反射される。被検眼Ｅからの測定光ＬＳの戻り光は、往路と同じ経路を逆向
きに進行してファイバカプラ１０５に導かれ、光ファイバ１２８を経由してファイバカプ
ラ１２２に到達する。
【０１０８】
　ファイバカプラ１２２は、光ファイバ１２８を介して入射された測定光ＬＳと、光ファ
イバ１２１を介して入射された参照光ＬＲとを合成して（干渉させて）干渉光を生成する
。ファイバカプラ１２２は、所定の分岐比（例えば１：１）で干渉光を分岐することによ
り、一対の干渉光ＬＣを生成する。一対の干渉光ＬＣは、それぞれ光ファイバ１２３及び
１２４を通じて検出器１２５に導かれる。
【０１０９】
　検出器１２５は、例えばバランスドフォトダイオードである。バランスドフォトダイオ
ードは、一対の干渉光ＬＣをそれぞれ検出する一対のフォトディテクタを有し、これらに
よる検出結果の差分を出力する。検出器１２５は、この出力（検出信号）をＤＡＱ（Ｄａ
ｔａ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）１３０に送る。
【０１１０】
　ＤＡＱ１３０には、光源ユニット１０１からクロックＫＣが供給される。クロックＫＣ
は、光源ユニット１０１において、波長可変光源により所定の波長範囲内で掃引される各
波長の出力タイミングに同期して生成される。光源ユニット１０１は、例えば、各出力波
長の光Ｌ０を分岐することにより得られた２つの分岐光の一方を光学的に遅延させた後、
これらの合成光を検出した結果に基づいてクロックＫＣを生成する。ＤＡＱ１３０は、検
出器１２５から入力される検出信号をクロックＫＣに基づきサンプリングする。ＤＡＱ１
３０は、検出器１２５からの検出信号のサンプリング結果を演算制御ユニット２００に送
る。
【０１１１】
　本例では、測定光ＬＳの光路（測定光路、測定アーム）の長さを変更するための光路長
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変更部４１と、参照光ＬＲの光路（参照光路、参照アーム）の長さを変更するためのコー
ナーキューブ１１４の双方が設けられているが、光路長変更部４１とコーナーキューブ１
１４のいずれか一方のみが設けられもよい。また、これら以外の光学部材を用いて、測定
光路長と参照光路長との差を変更することも可能である。
【０１１２】
　偏波コントローラ１０３及び１１８は公知の構成を備える。例えば、偏波コントローラ
１０３（１１８）は、光ファイバの一部が巻回された１以上の巻回部と、各巻回部を回動
する回動機構とを含む。或いは、偏波コントローラ１０３（１１８）は、次の要素を含ん
でもよい：光ファイバから一旦出射した光を平行光束にするコリメータレンズ；この平行
光束の光路に順次に配置された、第１の１／４波長板（λ／４板）、１／２波長板（λ／
２板）、及び第２の１／４波長板；第２の１／４波長板を通過した平行光束を光ファイバ
端に向けて集束させるコリメータレンズ；第１の１／４波長板、１／２波長板及び第２の
１／４波長板をそれぞれ回動させる回動機構。偏波コントローラ１０３及び１１８のそれ
ぞれは、主制御部２１１によって制御される。
【０１１３】
　眼科装置１の制御系の構成例を図１０に示す。制御部２１０、画像構築部２２０及びデ
ータ処理部２３０は、演算制御ユニット２００に含まれる。
【０１１４】
　制御部２１０は、各種の制御を実行する。制御部２１０は、主制御部２１１と記憶部２
１２とを含む。制御部２１０はプロセッサを含む。
【０１１５】
　主制御部２１１は、眼科装置１の各部（図８～図１０に示された要素を含む）を制御す
る。なお、図１０に示す撮影合焦駆動部３１Ａは撮影合焦レンズ３１を移動し、ＯＣＴ合
焦駆動部４３ＡはＯＣＴ合焦レンズ４３を移動し、参照駆動部１１４Ａはコーナーキュー
ブ１１４を移動する。
【０１１６】
　光学系移動部１５０は、眼科装置１に設けられた光学系の少なくとも一部を移動する。
典型的な例として、光学系移動部１５０は、眼底カメラユニット２を３次元的に移動する
ように構成されている。この場合、光学系移動部１５０は、例えば、眼底カメラユニット
２が搭載された１以上の可動テーブルと、横方向（左右方向、ｘ方向）、上下方向（ｙ方
向）、及び、前後方向（対物光軸方向、ｚ方向）に可動テーブルを移動するための１以上
のアクチュエータとを含む。
【０１１７】
　記憶部２１２は各種のデータを記憶する。記憶部２１２に記憶されるデータとしては、
ＯＣＴ画像、前眼部像、眼底像や被検眼情報などがある。被検眼情報は、患者ＩＤや氏名
などの被検者情報や、左眼／右眼の識別情報や、電子カルテ情報などを含む。また、記憶
部２１２には、予め設定された基準深さ位置を示す情報が記憶される。基準深さ位置は、
前述した要領で設定される。
【０１１８】
　画像構築部２２０は、ＤＡＱ１３０からの出力（検出信号のサンプリング結果）に基づ
き画像を構築する。例えば、画像構築部２２０は、従来のスウェプトソースＯＣＴと同様
に、Ａライン毎のサンプリング結果に基づくスペクトル分布に信号処理を施すことにより
、Ａライン毎の反射強度プロファイルを生成する（Ａスキャン、Ａスキャン像等と呼ばれ
る）。この信号処理には、ノイズ除去（ノイズ低減）、フィルタ処理、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ
　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）などが含まれる。更に、画像構築部２２０は、
複数のＡラインに対応する複数のＡラインプロファイルを画像化してスキャンラインに沿
って配列することにより、複数のＡラインの配列に沿った断面像を構築する（Ｂスキャン
、Ｂスキャン像等と呼ばれる）。画像構築部２２０はプロセッサを含む。
【０１１９】
　データ処理部２３０は、各種のデータ処理を実行する。典型例として、データ処理部２
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３０は、眼底カメラユニット２により取得された画像（眼底像、前眼部像等）の処理、前
眼部カメラ５Ａ及び５Ｂにより取得された画像の処理、画像構築部２２０により構築され
た画像の処理などを実行する。これらの処理は、各種画像処理及び各種解析処理の少なく
とも一方を含む。例えば、データ処理部２３０は、ＯＣＴラスタースキャンデータに基づ
く３次元画像データ（スタックデータ、ボリュームデータ等）の作成、３次元画像データ
のレンダリング、画像補正、解析アプリケーションに基づく画像解析などを実行する。デ
ータ処理部２３０はプロセッサを含む。
【０１２０】
　前述したように、本実施例に係る眼科装置１は、測定光ＬＳの光路長を変更するための
光路長変更部４１と、参照光ＬＲの光路長を変更するためのコーナーキューブ１１４及び
参照駆動部１１４Ａとを備えている。一般に、測定光の光路長を変更するための要素と、
参照光の光路長を変更するための要素との少なくとも一方が設けられる。換言すると、測
定アーム長と参照アーム長との差を変化させるための要素が設けられる。
【０１２１】
　眼科装置１（特に、主制御部２１１及びデータ処理部２３０）は、眼底Ｅｆの所定の組
織に対応するＯＣＴデータ中の部分データが、所定の眼球パラメータ値に基づき設定され
て記憶部２１２に予め記憶された基準深さ位置に配置されるように、光路長変更部（光路
長変更部４１及び／又は参照駆動部１１４Ａ）を制御する。典型的には、眼科装置１（特
に、主制御部２１１及びデータ処理部２３０）は、ＯＣＴスキャンにより被検眼Ｅ（眼底
Ｅｆ）から収集されたデータに基づき画像構築部２２０により構築されたＯＣＴ画像（例
えば、Ｂスキャン像）中における所定の組織に対応する画像領域（例えば、ＲＰＥ領域）
が、既定の基準深さ位置に配置されるように、光路長変更部４１及び／又は参照駆動部１
１４Ａを制御して測定アーム長と参照アーム長との差を調整するように構成される。眼科
装置１（特に、主制御部２１１及びデータ処理部２３０）は、所定の光路長制御プログラ
ムにしたがって動作するプロセッサを含む。本実施例において、基準深さ位置の設定のた
めに用いられる眼球パラメータ値は、例えば、眼軸長及び屈折度数の少なくとも一方の値
を含んでいてよい。
【０１２２】
　基準深さ位置は、被検眼の基準部位（所定の眼組織、例えば網膜色素上皮）の描出目標
となる深さ位置（ｚ座標）であり、本実施例のように眼底ＥｆにＯＣＴスキャンが適用さ
れる場合、基準深さ位置は、所定の第１眼底組織（例えば網膜表面）の両端が切れないよ
うに設定されてよい。換言すると、この基準深さ位置は、第１眼底組織に対応する第１部
分データの端部が画像フレームの側辺に配置されるように設定されてよい。すなわち、こ
の基準深さ位置は、第１眼底組織に対応する第１部分データの端部が画像フレームの上辺
に配置されないように設定されてよい。
【０１２３】
　更に、基準深さ位置は、網膜表面よりも深部に位置する所定の第２眼底組織に対応する
第２部分データに基づき設定される。第２眼底組織の典型例は網膜色素上皮（ＲＰＥ）で
ある。基準深さ位置は、第２部分データの平均深さ位置に設定されるか、或いはそれより
も深い位置（つまり、平均深さ位置に対して画像フレーム寄りの位置）に設定される。
【０１２４】
　前述したように、第２眼底組織は、第１眼底組織から所定距離（典型的には臨床的に得
られた標準的な値）だけ深い位置に設定されてよい。例えば、第１眼底組織が網膜表面で
あり、且つ、第２眼底組織が網膜色素上皮である場合、網膜表面に対応する第１部分デー
タを画像フレームの下端方向に0.5mmだけ変位させた領域を、網膜色素上皮に対応する第
２部分データとして設定することができる。このように第１部分データと第２部分データ
との間の距離を予め定めておくことで、第２眼底組織の検出のための画像解析を行う必要
がなくなり、ＯＣＴ画像の解析に要されるリソースや時間が低減される。
【０１２５】
　具体例を説明する。まず、データ処理部２３０は、ＯＣＴスキャンにより眼底Ｅｆから
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収集されたデータに基づき画像構築部２２０により構築されたＯＣＴ画像を解析して網膜
表面に対応する画像領域（ＩＬＭ領域）を検出する。次に、データ処理部２３０は、検出
されたＩＬＭ領域から0.5mmだけ深い位置にある領域をＲＰＥ領域に設定する。次に、デ
ータ処理部２３０は、設定されたＲＰＥ領域における複数の点（複数の画素）のそれぞれ
の深さ位置（ｚ座標）を平均する。次に、データ処理部２３０は、算出された平均深さ位
置（ＲＰＥ領域の平均ｚ座標）と、記憶部２１２に記憶されている基準深さ位置とを比較
することで、基準深さ位置に対する平均深さ位置の偏位を算出する。例えば、算出された
偏位を含む制御情報、又は、この偏位を打ち消すための測定アーム長及び／又は参照アー
ム長の変更量を含む制御情報が、データ処理部２３０から主制御部２１１に送られる。主
制御部２１１は、データ処理部２３０から送られた制御情報に基づいて、基準深さ位置に
対する平均深さ位置の偏位を打ち消す方向及び距離だけ測定アーム長及び／又は参照アー
ム長を変更するように光路長変更部４１及び／又は参照駆動部１１４Ａの制御を行う。
【０１２６】
　このような一連の処理を繰り返し行うことで、ＲＰＥ領域の平均深さ位置を基準深さ位
置に配置するためのオートＺと、ＲＰＥ領域の平均深さ位置を基準深さ位置に維持するた
めのＺロックとを実行することができる。また、基準深さ位置を上記のように設定するこ
とにより、網膜表面の像が画像フレームの上端からはみ出さず、折り返し像が混入してい
ない眼底ＥｆのＯＣＴ画像を取得することが可能である。
【０１２７】
　ユーザインターフェイス２４０は表示部２４１と操作部２４２とを含む。表示部２４１
は表示装置３を含む。操作部２４２は各種の操作デバイスや入力デバイスを含む。ユーザ
インターフェイス２４０は、例えばタッチパネルのような表示機能と操作機能とが一体と
なったデバイスを含んでいてもよい。ユーザインターフェイス２４０の少なくとも一部を
含まない実施例を構築することも可能である。例えば、表示デバイスは、眼科装置に接続
された外部装置であってよい。
【０１２８】
＜他の実施例＞
　他の実施例に係る眼科装置について説明する。本態様は、被検眼の眼球特性値に基づく
光路長調整を実現するものである。
【０１２９】
　被検眼の眼球特性値は、例えば、前述の眼球パラメータ値であってもよいし、眼球パラ
メータ値と実質的に同値なパラメータ値であってもよい。ここで、２つのパラメータ値が
実質的に同値であるとは、例えば、所定の演算によって互いに変換可能であることを意味
し、より一般には、所定の演算によって一方のパラメータ値から他方のパラメータ値を導
出可能であることを意味する。また、被検眼の眼球特性値は、被検眼を実際に測定して得
られた値（測定値）であってもよいし、所定の条件や所定の情報からの推定により得られ
た値（推定値）であってもよい。
【０１３０】
　本実施例に係る眼科装置は、前述の例示的態様に係る眼科装置と同様の機能及び構成を
有し、所定の眼組織に対応するＯＣＴデータ中の部分データが所定の眼球パラメータ値に
基づき設定された基準深さ位置に配置されるように光路長制御（測定アーム長の制御、及
び／又は、参照アーム長の制御）を実行することができる。
【０１３１】
　本実施例に係る眼科装置の構成例を図１１及び図１２に示す。眼科装置４０００は、Ｏ
ＣＴスキャナ４０１０と、光路長変更部４０２０と、ＯＣＴデータ生成部４０３０と、取
得部４０４０と、ユーザインターフェイス（ＵＩ）４０５０と、処理部４０６０とを含ん
でいる。
【０１３２】
　ＯＣＴスキャナ４０１０は、測定アームと参照アームとを含む干渉計を含む。測定アー
ムは、ガルバノスキャナ等の光スキャナを含み、各種スキャンモード（例えば、Ｂスキャ
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ン、３次元スキャンなど）を実現する。光路長変更部４０２０は、測定アーム長を変更す
る機構及び参照アーム長を変更する機構のいずれか一方又は双方を含む。ＯＣＴデータ生
成部４０３０は、ＯＣＴスキャナ４０１０からの出力に基づきＯＣＴデータを生成する。
【０１３３】
　取得部４０４０は、被検眼の眼球特性値を取得する。眼球特性値は、例えば、等価球面
度数、球面度数、眼軸長、又は、これらのいずれかと同値なパラメータ値であってよい。
取得部４０４０は、例えば、次のいずれかの構成を含んでいてよい：（第１構成）過去の
測定で得られた被検眼の眼球特性値の入力を受ける構成；（第２構成）被検眼の眼球特性
値を測定する構成；（第３構成）眼科装置４０００の要素の状態から被検眼の眼球特性値
を推定する構成。
【０１３４】
　ユーザインターフェイス４０５０は、眼科装置４０００とユーザとの間で情報をやりと
りするためのマンマシンインターフェイスであり、表示部４０５１と操作部４０５２とを
含む。
【０１３５】
　処理部４０６０は、プログラムにしたがって情報処理を実行するプロセッサを含む。特
に、処理部４０６０は、取得部４０４０により取得された被検眼の眼球特性値に基づいて
前述の光路長制御を実行する。すなわち、処理部４０６０は、取得部４０４０により取得
された被検眼の眼球特性値に基づいて、所定の眼組織に対応するＯＣＴデータ中の部分デ
ータが所定の眼球パラメータ値に基づき設定された基準深さ位置に配置されるように光路
長制御（測定アーム長の制御、及び／又は、参照アーム長の制御）を実行する。
【０１３６】
　処理部４０６０は、所定の眼底組織（第３眼底組織）に対応する部分データ（第３部分
データ）の端部がフレームの側辺に配置されるように光路長制御を行うように構成されて
よい。更に、処理部４０６０は、第３眼底組織よりも深部に位置する所定の眼底組織（第
４眼底組織）に対応する部分データ（第４部分データ）に基づいて光路長制御を行うよう
に構成されてよい。
【０１３７】
　ここで、第３眼底組織は、例えば網膜表面（内境界膜、ＩＬＭ）であってよく、第４眼
底組織は、例えば網膜色素上皮（ＲＰＥ）であってよい。以下、第３眼底組織は網膜表面
であり、第４眼底組織はＲＰＥであるとする。
【０１３８】
　前述した実施例（眼科装置１）の構成が眼科装置４０００に採用される場合、眼科装置
４０００の各要素は、眼科装置１の次の要素によって実現可能である。つまり、眼科装置
４０００の要素と眼科装置１の要素とは、次のような対応関係にある。
【０１３９】
　まず、ＯＣＴスキャナ４０１０は、ＯＣＴユニット１００と、測定アームを形成する眼
底カメラユニット２内の要素（光学素子等）とを含む。光路長変更部４０２０は、測定ア
ーム長を変更する光路長変更部４１、及び／又は、参照アーム長を変更するコーナーキュ
ーブ１１４及び参照駆動部１１４Ａを含む。ＯＣＴデータ生成部４０３０は、画像構築部
２２０を含む。
【０１４０】
　更に、取得部４０４０（第１構成）は、ユーザインターフェイス２４０（例えば、眼球
特性値を手入力する場合）、図示しない通信デバイス（例えば、他の眼科装置又は外部装
置から眼球特性値を転送する場合）、及び、図示しないドライブ装置（例えば、記録媒体
に記録された眼球特性値を読み込む場合）のいずれかを含む。第２構成及び第３構成につ
いては後述する。
【０１４１】
　ユーザインターフェイス（ＵＩ）４０５０はユーザインターフェイス２４０を含み、表
示部４０５１は表示部２４１を含み、操作部４０５２は操作部２４２を含む。処理部４０
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６０は、主制御部２１１及びデータ処理部２３０を含む。
【０１４２】
　取得部４０４０の例を説明する。過去の測定で得られた被検眼の眼球特性値の入力を受
ける第１構成が採用される場合、取得部４０４０は、処理部４０６０の制御の下に動作す
る通信デバイスを含み、外部から転送された被検眼の眼球特性値を受信する。例えば、眼
科装置４０００は、取得部４０４０を用いて電子カルテシステムにアクセスし、被検者の
電子カルテから眼球特性値を検索して取得することができる。通信デバイスは、ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）を介した通信機能、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）
を介した通信機能、専用回線を介した通信機能などを有していてよい。
【０１４３】
　被検眼の眼球特性値を測定する第２構成が採用される場合、取得部４０４０は、例えば
、眼屈折度数測定装置（レフラクトメータ等）の機能を有する。ＯＣＴ装置とレフラクト
メータとを組み合わせた眼科装置としては、例えば特開２０１７－１９２８２８号公報に
開示されたものが知られている。第２構成の取得部４０４０は、例えば、被検眼の眼底に
リング光束を投射する光学系と、この投射光束の戻り光を検出する光学系と、その検出結
果を解析して眼球特性値を求めるプロセッサとを含んでいてよい。他の例において、第２
構成の取得部４０４０は、被検眼の眼底に光束を投射する光学系と、その戻り光をリング
光束に変換して検出する光学系と、その検出結果を解析して眼球特性値を求めるプロセッ
サとを含んでいてよい。プロセッサは、検出結果から球面度数を算出することができる。
また、プロセッサは、球面度数及び乱視度数を算出し、これらから等価球面度数を算出す
ることができる。
【０１４４】
　第２構成の他の例において、取得部４０４０は、眼軸長測定装置の機能を有する。眼軸
長測定には、例えば、ＯＣＴ又は超音波計測が利用される。ＯＣＴを利用した眼軸長測定
の手法及び構成は、例えば特開２０１７－１９２８２８号公報に開示されている。超音波
計測を用いた眼軸長測定の手法及び構成は、例えば国際公開第２０１３／００２３３２号
に開示されている。
【０１４５】
　眼科装置４０００の要素の状態から被検眼の眼球特性値を推定する第３構成が採用され
る場合、取得部４０４０は、例えば、被検眼に対する眼科装置４０００の光学系のフォー
カス調整の結果を利用することができる。上記実施例に係る眼科装置１の構成が採用され
る場合、取得部４０４０は、ＯＣＴ合焦レンズ４３の位置情報、撮影合焦レンズ３１の位
置情報、ＯＣＴ合焦駆動部４３Ａの制御情報、及び、撮影合焦駆動部３１Ａの制御情報の
いずれかに基づいて、被検眼の屈折度数を推定することができる。このとき、視度補正レ
ンズ７０及び７１の使用の有無を更に参照してもよい。
【０１４６】
　処理部４０６０の例を説明する。図１２は、処理部４０６０の構成例を示す。本例の処
理部４０６０は、光路長制御部４０６１と、表示制御部４０６２と、算出部４０６３と、
判定部４０６７とを含む。
【０１４７】
　光路長制御部４０６１は、光路長変更部４０２０の制御を行う。表示制御部４０６２は
、表示部４０５１の制御を行う。
【０１４８】
　算出部４０６３は、取得部４０４０により取得された被検眼の眼球特性値に基づいてＲ
ＰＥに対応する画像領域（ＲＰＥ領域）の平均深さ位置を算出する。この演算は、所定の
アルゴリズムにしたがって実行される。このアルゴリズムは、前述した例示的態様におい
て説明された手法に基づき定式化されてよいが、これに限定されない。
【０１４９】
　なお、算出部４０６３は、被検眼から取得されたＯＣＴデータに基づき演算を行うので
はなく、被検眼の眼球特性値（及び、所定の眼球パラメータ値）を用いてシミュレーショ
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ンを行うことで、ＲＰＥの平均深さ位置を推定するものである。よって、ここで言う眼底
組織（網膜表面、ＩＬＭ、ＲＰＥなど）は、実際の眼底組織ではなく、シミュレーション
モデルにおける仮想的な眼底組織である。同様に、ここで言う画像領域（ＩＬＭ領域、Ｒ
ＰＥ領域など）は、実際のＯＣＴ画像の部分データではなく、シミュレーションモデルに
おける仮想的な画像領域である。
【０１５０】
　また、算出部４０６３により実行されるシミュレーションでは、所定の１以上の眼球パ
ラメータ値が用いられる。この眼球パラメータ値は、臨床的に（例えば統計的に）導出さ
れた標準値であってもよいし、被検眼又は他の眼から得られた測定値であってもよい。１
つの眼球パラメータの標準値は、その眼球パラメータに関して最も標準的と考えられる単
一の値であってもよいし、互いに異なる２以上の値であってもよい。後者の場合、被検眼
の属性及び／又は被検者の属性に対応する１つの値が２以上の値から選択されてシミュレ
ーションに用いられる。属性としては、年齢、性別、人種、地域、病歴（既往歴）、家族
歴、眼科検査データ、他科検査データなどがある。
【０１５１】
　本実施例のシミュレーションでは、主として、前述した例示的態様のパラメータ値が用
いられる。例えば、網膜表面とＲＰＥとの間の距離は0.5mm（500um）と仮定され、ＯＣＴ
測定光のピボット点と角膜頂点との間の距離は1.82mmと仮定され、眼屈折度数0Dに対応す
る眼軸長は24mmと仮定され、眼屈折度数が1D減る毎に（近視の程度が1D強くなる毎に）眼
軸長は1/3mm伸長すると仮定され、眼の焦点距離は17mmと仮定され、ＯＣＴスキャンはラ
イン長12mmのＢスキャンと仮定され、眼焦点距離17mm及びＯＣＴスキャン寸法12mmに対応
するＯＣＴ測定光の最大振れ角は19.44度と仮定される。
【０１５２】
　これらパラメータ値は単なる例示に過ぎず、他の値が採用されてもよい。また、上記の
ように、或るパラメータに対して２以上の値を準備し、それらを選択的に使用することが
可能である。例えば、スキャン寸法（Ｂスキャンのライン長）として、6mm、9mm、12mm、
及び15mmを準備するとともに、これらスキャン寸法のそれぞれに対応するＯＣＴ測定光の
最大振れ角を準備することができる。スキャン寸法と最大振れ角との関係はこのような離
散的関係に限定されず、グラフ等により表現された連続的関係であってもよい。
【０１５３】
　また、基準深さ位置は、眼科装置４０００（ＯＣＴ装置）の仕様に応じて予め設定され
る。例えば、前述した例示的態様を参照すると、画像フレームの上端から下端までのピク
セル数（深さ方向（ｚ方向に並ぶピクセルの個数）が９９２個であり、深さ方向の分解能
が2.6um/pixelである場合、画像フレーム上端から４５０ピクセルの位置に基準深さ位置
を設定することができる。
【０１５４】
　光路長制御部４０６１は、算出部４０６３により算出されたＲＰＥ領域の平均深さ位置
と、予め設定された基準深さ位置とに基づいて、光路長変更部４０２０の制御を実行する
ことができる。この光路長制御を第１制御と呼ぶ。前述した例示的態様と同様に、光路長
制御部４０６１は、ＲＰＥ領域の平均深さ位置が基準深さ位置に配置されるように第１制
御を行うことができる。換言すると、光路長制御部４０６１は、ＲＰＥ領域の平均深さ位
置を基準深さ位置に一致させるように第１制御を行うことができる。なお、第１制御は、
光路長変更部４０２０に対する実際の制御でもよいし、シミュレーションにおける仮想的
な光路長変更でもよい。
【０１５５】
　前述した例示的態様に基づくアルゴリズムを実現するための例において、算出部４０６
３は、被検眼のＲＰＥ領域の形状を推定する処理と、この推定形状に基づきＲＰＥ領域の
平均深さ位置を算出する処理とを実行するように構成されてよい。ここで、算出部４０６
３は、ＲＰＥに対応する第４部分データから所定距離だけ浅い位置に、網膜表面に対応す
る第３部分データを設定するように構成されていてよい。



(26) JP 2021-23686 A 2021.2.22

10

20

30

40

50

【０１５６】
　更なる例において、算出部４０６３は、被検眼のＲＰＥの形状を推定する処理と、ＯＣ
Ｔスキャンのピボット位置とＲＰＥの推定形状（つまり、ＲＰＥ領域の推定形状（推定配
置、推定分布））との間の距離分布を求める処理と、この距離分布に基づきＲＰＥ領域の
平均深さ位置を求める処理とを実行するように構成されてよい。
【０１５７】
　このような演算を実現するための例示的な算出部４０６３は、形状推定部４０６４と、
距離算出部４０６５と、平均深さ位置算出部４０６６とを含む。
【０１５８】
　形状推定部４０６４は、取得部４０４０により取得された被検眼の眼球特性値に基づい
て、被検眼のＲＰＥの形状を推定する。このＲＰＥ形状推定は、任意の演算を用いて実行
可能であり、典型的には任意のシミュレーションを用いて実行される。
【０１５９】
　一例として、前述した例示的態様において説明したDavid A. Atchison et al., “Shap
e of the Retinal Surface in Emmetropia and Myopia”, Investigative Ophthalmology
 & Visual Science, August 2005, Vol. 46, No.8, PP. 2698-2707に提示された関係式「
Rz(mm) = -0.163D + 10.148、Rx(mm) = -0.043D + 11.455、Ry(mm) = -0.090D + 11.365
」に、取得部４０４０により取得された被検眼の屈折度数（例えば等価球面度数）を代入
することによって、被検眼のＲＰＥの推定形状を求めることができる。これにより、被検
眼の眼球特性値を反映した眼球モデルが得られる。
【０１６０】
　距離算出部４０６５は、ＯＣＴスキャンのピボット位置と、形状推定部４０６４により
求められたＲＰＥの推定形状との間の距離分布を求める（図７Ａ及びその説明を参照）。
例えば、距離算出部４０６５は、まず、形状推定部４０６４により求められたＲＰＥの推
定形状に基づく眼球モデル内にＯＣＴ測定光のピボット位置を設定する。このピボット位
置設定は、上記のパラメータ値（ピボット点と角膜頂点との間の距離は1.82mmと仮定され
ている）に基づき実行される。つまり、本例では、眼球モデルにおける角膜頂点から深さ
方向に1.82ｍｍだけ離れた位置にピボット位置が設定される。
【０１６１】
　次に、距離算出部４０６５は、眼球モデルに設定されたピボット位置と、この眼球モデ
ルにおいてＲＰＥに相当する複数の位置のそれぞれとの間の距離を算出する。これにより
、ピボット位置と推定ＲＰＥとの間の距離分布が得られる。
【０１６２】
　なお、距離分布導出に用いられる推定ＲＰＥ上の複数の位置は、任意に設定される。例
えば、推定ＲＰＥ上に等間隔で複数の位置を設定することができる。他の例として、最大
振れ角に相当する仮想光線が交差する推定ＲＰＥ上の位置と、推定ＲＰＥの最深位置とを
含む、複数の位置について、ピボット位置からの距離を求めることができる。
【０１６３】
　平均深さ位置算出部４０６６は、距離算出部４０６５により求められたピボット位置と
推定ＲＰＥ（ＲＰＥの推定形状）との間の距離分布に基づいて、ＲＰＥの平均深さ位置を
算出する。この平均深さ位置算出は、典型的には、距離分布に含まれる複数の値の平均値
を求める演算を含む。他の例として、距離分布に含まれる複数の値に重み付け平均演算を
施すことによって平均深さ位置を求めてもよい。
【０１６４】
　光路長制御部４０６１は、平均深さ位置算出部４０６６により算出されたＲＰＥの平均
深さ位置と基準深さ位置とに基づいて、光路長変更部４０２０に対する前述の第１制御を
行うことができる。例えば、光路長制御部４０６１は、平均深さ位置算出部４０６６によ
り算出されたＲＰＥの平均深さ位置が基準深さ位置に配置されるように（つまり、平均深
さ位置を基準深さ位置に一致させるように）、光路長変更部４０２０に対する第１制御を
行うことができる。
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【０１６５】
　このような光路長調整を行うことで、被検眼の眼球の形状や寸法や網膜厚が標準的であ
れば、網膜表面の像がフレーム側辺に配置される可能性が高くなると言える。すなわち、
被検眼の眼球の形状や寸法や網膜厚が（その屈折度数から考えて）標準的な範囲から乖離
していない限りにおいて、網膜表面の像がフレーム上端からはみ出さず、折り返し像が混
入しない眼底ＯＣＴ画像が得られると考えられる。
【０１６６】
　しかしながら、この光路長調整がＲＰＥに着目して実行されることを考慮すると、ＲＰ
Ｅよりも浅い位置に描出される網膜表面がフレーム上端からはみ出すことも考えられる。
このような不都合に対処するために判定部４０６７が設けられている。
【０１６７】
　判定部４０６７は、網膜表面（推定網膜表面、ＩＬＭ領域）の端部が画像フレームの側
辺に配置されているか判定する。
【０１６８】
　そのために、まず、判定部４０６７は、被検眼の屈折度数に基づき作成された眼球モデ
ルにおいて、算出部４０６３（形状推定部４０６４）により得られた推定ＲＰＥから所定
距離だけ浅い箇所に、推定網膜表面を設定する。本例では、前述したパラメータ値（網膜
表面とＲＰＥとの間の距離は0.5mmと仮定されている）に基づき、眼球モデルにおいて推
定ＲＰＥから0.5mmだけ浅い領域（推定ＲＰＥから0.5mmだけ角膜頂点に近い領域）が推定
網膜表面に設定される。
【０１６９】
　次に、判定部４０６７は、設定された推定網膜表面上の複数の位置について、その深さ
位置座標（ｚ座標）を求める。更に、判定部４０６７は、求められたｚ座標のうちに負値
が存在するか判定する。つまり、判定部４０６７は、推定網膜表面のいずれかの位置がフ
レーム上端よりも上方に配置されるか判定する。ｚ座標が負値となる位置が存在する場合
、折り返し像が発生することとなる。
【０１７０】
　なお、一般に、（推定）網膜表面の形状は下に凸（＋ｚ方向に向かって凸）であり、網
膜表面の端部のｚ座標が最も小さくなる。つまり、網膜表面の端部のｚ座標が負値となる
可能性が最も高くなる。よって、判定部４０６７は、網膜表面の端部についてのみ、ｚ座
標が負値になるか否かの判定を行うようにしてもよい。本例では、上記パラメータ値にあ
るＯＣＴスキャン寸法12mmの端部に相当する位置についてのみ、網膜表面のｚ座標が負値
になるか否かの判定を行えば十分である。
【０１７１】
　判定部４０６７により実行された判定の結果に基づいて更なる光路長調整を行うことが
可能である。例えば、第１制御後において網膜表面がフレーム上端からはみ出すと判定さ
れた場合、被検眼の像がフレームに対して相対的に下方に移動するように光路長調整を行
うことができる。
【０１７２】
　一例として、光路長制御部４０６１は、第１制御の後に判定部４０６７により網膜表面
の端部がフレーム側辺に配置されていないと判定された場合に、基準深さ位置よりも深い
位置にＲＰＥの平均深さ位置が配置されるように光路長変更部４０２０の制御を行うよう
に構成されてよい。この光路長制御を第２制御と呼ぶ。なお、第２制御は、光路長変更部
４０２０に対する実際の制御でもよいし、シミュレーションにおける仮想的な光路長変更
でもよい。
【０１７３】
　第２制御は、例えば、基準深さ位置から既定距離（例えば、１００ピクセル分）だけ下
方の位置にＲＰＥの平均深さ位置が配置されるように実行される。或いは、第２制御は、
偏位距離を決定する処理と、決定された偏位距離だけ基準深さ位置から下方の位置にＲＰ
Ｅの平均深さ位置を移動させる処理とを含んでいてよい。例えば、深さ方向における網膜
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表面の位置に基づいて偏位距離を求めることができる。典型的には、第１制御の後におけ
る網膜表面の端部のｚ座標（負値である）がゼロ又は正値になるように偏位距離を決定す
ることが可能である。具体例として、第１制御の後における網膜表面の端部がフレーム上
端よりもｋピクセルだけ上方に位置する場合、基準深さ位置からＫピクセル（Ｋ≧ｋ）分
だけ下方の位置にＲＰＥの平均深さ位置が配置されるように第２制御を実行することがで
きる。
【０１７４】
　他の例において、第１制御の後に判定部４０６７により網膜表面の端部がフレーム側辺
に配置されていないと判定された場合に、フレームの上下方向の寸法を拡大するようにし
てもよい。特に、フレームの上端がより上方に配置されるようにフレームを拡大すること
ができる。すなわち、深さ方向における画像化範囲を拡大することができる。
【０１７５】
　判定部４０６７は、第２制御の後に、網膜表面の端部がフレーム側辺に配置されている
か否かについて、再度判定を行うことができる。これにより、第２制御によって網膜表面
の全体がフレーム内に描出されるようになったか確認することができる。
【０１７６】
　処理部４０６０（特に、光路長制御部４０６１及び判定部４０６７）は、判定部４０６
７により網膜表面の端部がフレーム側辺に配置されていると判定されるまで、ＲＰＥの平
均深さ位置をより深い位置に（逐次的に）移動するための光路長変更部４０２０の制御を
繰り返し行うように構成されていてよい。これにより、網膜表面の全体がフレーム内に描
出されるように光路長調整を行うことができる。
【０１７７】
　眼科装置４０００の動作の一例について図１３を参照しつつ説明する。図１３のフロー
チャートに示す動作は、患者ＩＤの登録などの準備的な動作の後に実行される。
【０１７８】
　まず、取得部４０４０が、被検眼の眼球特性値を取得する（Ｓ１）。処理部４０６０は
、図示しない記憶装置から前述のパラメータ値を読み出し、後段の処理のために設定する
（Ｓ２）。
【０１７９】
　次に、形状推定部４０６４が、ステップＳ１で取得された眼球特性値に基づいて網膜色
素上皮の推定形状（推定ＲＰＥ）を求める（Ｓ３）。算出部４０６３は、ステップＳ３で
求められた推定ＲＰＥとステップＳ２で得られたパラメータ値とに基づき眼球モデルを作
成することができる。
【０１８０】
　次に、距離算出部４０６５が、ステップＳ２で得られたパラメータ値に含まれるピボッ
ト位置の情報（ＯＣＴスキャンのピボット位置）と、ステップＳ３で求められたＲＰＥの
推定形状とに基づいて、ピボット位置と推定ＲＰＥとの間の距離分布を求める（Ｓ４）。
【０１８１】
　次に、平均深さ位置算出部４０６６が、ステップＳ４で求められた距離分布に基づいて
、推定ＲＰＥの平均深さ位置を求める（Ｓ５）。
【０１８２】
　次に、処理部４０６０が、ステップＳ５で設定された平均深さ位置を、デフォルトの基
準深さ位置（例えば、フレーム上端から４５０ピクセルだけ下方の位置）に設定する（Ｓ
６）。
【０１８３】
　次に、判定部４０６７が、ステップＳ３で得られた推定ＲＰＥから所定距離だけ浅い箇
所に推定網膜表面を設定する。更に、判定部４０６７は、設定された推定網膜表面上の複
数の位置について、その深さ位置座標（ｚ座標）を求める（Ｓ７）。
【０１８４】
　次に、判定部４０６７は、ステップＳ７で推定網膜表面上の複数の位置について求めら
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れたｚ座標のうちに負値が存在するか判定する（Ｓ８）。負値のｚ座標が存在すると判定
された場合（Ｓ８：Ｙｅｓ）、処理はステップＳ９に移行する。他方、負値のｚ座標が存
在しないと判定された場合（Ｓ８：Ｎｏ）、処理はステップＳ１０に移行する。
【０１８５】
　負値のｚ座標が存在すると判定された場合（Ｓ８：Ｙｅｓ）、処理部４０６０は、推定
ＲＰＥの平均深さ位置を下方に移動する（Ｓ９）。つまり、処理部４０６０は、推定ＲＰ
Ｅの平均深さ位置が現在の深さ位置（現段階では、デフォルトの基準深さ位置）よりも深
い位置に配置されるように光路長調整を行う。この光路長調整は、典型的には、シミュレ
ーションにおける光路長シフトであり、実際の光路長変更でなくてよい。
【０１８６】
　ステップＳ９の光路長シフト（平均深さ位置の下方への移動）の後、ステップＳ８の判
定が再度行われる。つまり、判定部４０６７は、光路長シフト後の推定網膜表面のｚ座標
のうちに負値が存在するか判定する（Ｓ８）。ステップＳ８及びＳ９は、ステップＳ８に
おいて「Ｎｏ」と判定されるまで繰り返される。この繰り返し処理により、推定網膜表面
がフレーム上端からはみ出さないような基準深さ位置を探索することができる。
【０１８７】
　ステップＳ８において「Ｎｏ」と判定されると、処理部４０６０は、この段階における
ＲＰＥの平均深さ位置を、被検眼に対するＯＣＴスキャンにおいて適用される（初期）基
準深さ位置に設定する（Ｓ１０）。ここで、光路長制御部４０６１は、この初期基準深さ
位置が実現されるように光路長変更部４０２０の制御を行う。
【０１８８】
　この段階において、眼科装置４０００は、アライメントやフォーカス調整など、ＯＣＴ
スキャンのための準備的動作を行うことができる。
【０１８９】
　処理部４０６０は、被検眼の眼底に対してＯＣＴスキャナ４０１０を適用する（Ｓ１１
）。例えば、処理部４０６０は、ステップＳ２で設定されたパターン及び寸法のＯＣＴス
キャン（例えば、ライン長12mmのＢスキャン）を被検眼の眼底に適用する。ＯＣＴデータ
生成部４０３０は、ＯＣＴスキャナ４０１０により取得されたデータに基づいてＯＣＴデ
ータを生成する（Ｓ１１）。表示制御部４０６２は、生成されたＯＣＴデータに基づくＯ
ＣＴ画像を表示部４０５１に表示させる（Ｓ１１）。
【０１９０】
　処理部４０６０（光路長制御部４０６１など）は、ステップＳ１１で得られたＯＣＴデ
ータに基づいて、光路長変更部４０２０の制御（つまり、ＯＣＴスキャン及び画像化がな
される深さ範囲の調整、画像の深さ位置の調整）を行うことができる（Ｓ１２）。この光
路長制御は、ＯＣＴデータの解析に基づく自動制御、及び、ユーザの指示に基づく手動制
御のいずれであってもよい。なお、自動制御を行う場合には、ステップＳ１１においてＯ
ＣＴ画像を表示させなくてもよい。
【０１９１】
　自動制御の幾つかの例を説明する。自動制御の第１の例において、処理部４０６０は、
ステップＳ１１で生成されたＯＣＴデータに、網膜表面（及び／又は他の部位）に相当す
る折り返し像が含まれているか判定するように構成される。折り返し像の検出は、アーチ
ファクトを検出するための公知の画像処理によって実現される。折り返し像が検出された
場合、処理部４０６０は、この折り返し像を消すための光路長変更量（フレームに対する
眼底像の下方への相対移動量）を算出する。光路長制御部４０６１は、算出された光路長
変更量だけ光路長を変更するように光路長変更部４０２０の制御を行う。この光路長制御
を第３制御と呼ぶ。
【０１９２】
　自動制御の第２の例において、処理部４０６０は、ステップＳ１１で生成されたＯＣＴ
データに描出された網膜表面（及び／又は他の部位）の像を検出する。例えば、処理部４
０６０は、ＯＣＴデータにセグメンテーションを適用してＩＬＭ領域を検出する。更に、
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処理部４０６０は、検出されたＩＬＭ領域の端部がフレームの側辺に配置されているか判
定することができる。ＩＬＭ領域の端部がフレームの側辺に配置されていない場合、つま
り、ＩＬＭ領域の端部がフレームの上辺に配置されている場合、処理部４０６０は、フレ
ーム上辺に位置するＩＬＭ領域の端部をフレーム側辺に移動させるための光路長変更量（
フレームに対する眼底像の下方への相対移動量）を算出する。光路長制御部４０６１は、
算出された光路長変更量だけ光路長を変更するように光路長変更部４０２０の制御を行う
。この光路長制御を第３制御と呼ぶ。
【０１９３】
　手動制御の例を説明する。手動制御が行われる場合、ステップＳ１２においてＯＣＴ画
像が表示部４０５１に表示される。ユーザは、操作部４０５２を操作することにより、眼
科装置４０００に対する指示を入力することができる。ユーザは、表示されたＯＣＴ画像
に折り返し像が混入しているか確認することができる。また、ユーザは、表示されたＯＣ
Ｔ画像に描出された網膜表面像がフレームのどこに交差しているか把握することができる
。ＯＣＴ画像に折り返し像が混入している場合、ユーザは、この折り返し像を消すための
光路長変更操作を行うことができる。或いは、網膜表面像がフレーム上辺に交差している
場合、ユーザは、網膜表面像をフレーム側辺に交差させるための光路長変更操作を行うこ
とができる。光路長制御部４０６１は、ユーザによる指示を受けた操作部４０５２からの
出力に基づいて光路長変更部４０２０の制御を行うことができる。この光路長制御を第４
制御と呼ぶ。
【０１９４】
　ステップ６で適用されるデフォルトの基準深さ位置は可変であってよい。例えば、被検
眼に適用されるＯＣＴスキャンの寸法に応じてデフォルトの基準深さ位置を変更すること
が可能である。これは、一般的な網膜表面形状が下に凸のお椀型であり、ＯＣＴスキャン
の寸法（例えば、Ｂスキャンのライン長）が大きくなるほど網膜表面の最上部（端部）と
最下部（最深部）との間の距離が大きくなることを考慮して設定される条件である。本例
においては、スキャン寸法とデフォルト基準深さ位置との間の（離散的又は連続的）関係
を示す情報を準備し、適用されるスキャン寸法に対応するデフォルト基準深さ位置を決定
することができる。一般に、スキャン寸法が大きくなるほど、デフォルト基準深さ位置は
深い位置に設定される。スキャン寸法とデフォルト基準深さ位置との間の関係を示す情報
は、例えば、前述した例示的態様に係る方法を用いて作成可能である。
【０１９５】
　変形例として、網膜表面の端部のｚ座標が負値にならないようなＲＰＥの深さ位置を解
析的に求めることが可能である。例えば、距離算出部４０６５により求められた距離分布
に基づいて、網膜表面の端部のｚ座標が負値にならないようなＲＰＥの深さ位置（例えば
、平均深さ位置）を決定することができる。これにより、ステップＳ８及びＳ９に示すよ
うな処理を回すことなくＲＰＥの深さ位置を求めることが可能となる。
【０１９６】
＜制御方法、プログラム、記録媒体＞
　例示的な態様に係る眼科装置の制御方法について説明する。制御方法を適用可能な眼科
装置は、測定アームと参照アームとを含む干渉計と、測定アーム及び参照アームの少なく
とも一方の光路長を変更する光路長変更部と、プロセッサとを含み、被検眼にＯＣＴを適
用する。このような眼科装置の例として、前述した眼科装置１及び１０００がある。例示
的な態様に係る制御方法は、干渉計からの出力に基づきＯＣＴデータを生成するようにプ
ロセッサの制御を行う。更に、例示的な態様に係る制御方法は、所定の眼組織に対応する
ＯＣＴデータ中の部分データが、所定の眼球パラメータ値に基づき設定された基準深さ位
置に配置されるように、光路長変更部の制御を行う。
【０１９７】
　このような例示的な態様に係る制御方法に対して、例示的態様に係る眼科装置に関して
説明された事項のいずれかを組み合わせることが可能である。
【０１９８】
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　例示的態様に係る制御方法をコンピュータに実行させるプログラムを提供することがで
きる。このプログラムに対して、例示的態様に係る眼科装置に関して説明された事項のい
ずれかを組み合わせることが可能である。
【０１９９】
　このようなプログラムを記録したコンピュータ可読な非一時的記録媒体を作成すること
が可能である。この記録媒体に対して、例示的態様に係る眼科装置に関して説明された事
項のいずれかを組み合わせることが可能である。この非一時的記録媒体は任意の形態であ
ってよく、その例として、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリな
どがある。
【０２００】
　例示的態様に係る制御方法、プログラム、又は記録媒体によれば、例示的な態様に係る
眼科装置と同様に、ＯＣＴの光路長調整機能の向上を図ることが可能となる。
【０２０１】
　以上に説明した態様及び実施例は本発明の実施形態の幾つかの例に過ぎない。本発明を
実施しようとする者は、本発明の要旨の範囲内における変形（省略、置換、付加等）や公
知技術による変形を任意に施すことが可能である。
【符号の説明】
【０２０２】
１　眼科装置
４１　光路長変更部
１００　ＯＣＴユニット
１１４　コーナーキューブ
１１４Ａ　参照駆動部
２１１　主制御部
２２０　画像構築部
２３０　データ処理部
１０００　眼科装置
１０１０　光源
１０３０　参照ミラー
１０４０　参照アーム
１０５０　測定アーム
１０６０　光検出器
１０７０　ＯＣＴデータ生成部
１０８０　処理部
４０００　眼科装置
４０１０　ＯＣＴスキャナ
４０２０　光路長変更部
４０３０　ＯＣＴデータ生成部
４０４０　取得部
４０５１　表示部
４０５２　操作部
４０６０　処理部
４０６１　光路長制御部
４０６２　表示制御部
４０６３　算出部
４０６４　形状推定部
４０６５　距離算出部
４０６６　平均深さ位置算出部
４０６７　判定部
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